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1. 議 事 日 程（３日目） 

   （令和６年那智勝浦町議会第２回定例会） 

                                   令和６年６月18日 

                                   ９時31分 開  議 

                                   於   議   場 

 日程第１ 一般質問 

       １０番 津 本  光……………………………………………………………… 101 

       1. ジェンダー平等推進プランとまちづくりについて 

       2. 「道の駅なち」について 

        ３番 城 本 和 男……………………………………………………………… 122 

       1. 本町の空き家対策の状況について 

         （不良空家等の対策だけでなく町の活性化のために総合的に実施

していくべき） 

       2. 朝日３丁目の危険な４階建て空き家除去について 

         （いつまで掛かるのか、町の対応が住民に解るようにしてもらい

たい） 

       3. 那智山地区のブラッシュアップ、電柱の地中化等を検討できない

か 

         （様々な観光施策もよいが、本町の観光の原点である熊野那智に

再度注目したい） 

        ５番 藤 社 和 美……………………………………………………………… 134 

          ①健康ポイント事業で健康増進や社会参加を 

          ②当町の無縁遺体の実状は 

          ③防災対策における諸問題への取組み 

          ・ドローンの活用 

          ・井戸の整備 

          ・蓄電池避難誘導灯の整備 

          ・住宅耐震化事業 

          ・備蓄の回転と利活用 

       １１番 勝 山 則 子……………………………………………………………… 150 

          ・高齢化社会における地域の環境維持について 

          ・役場の窓口に軟骨伝導イヤホン設置を 

          ・那智勝浦町成年後見制度中核機関「後見なちかつ」について 

          ・今後那智勝浦町として生活支援をコーディネイトし、こまっ

た人を支える体制がとれないか 

2. 出席議員は次のとおりである。（10名）        
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   １番  引 地 稔 治              ２番  吾 妻 正 崇 

   ３番  城 本 和 男              ４番  曽 根 和 仁 

   ５番  藤 社 和 美              ６番  西   太 吉 

   ７番  加 藤 康 高              ９番  松 本 和 彦 

  １０番  津 本  光             １１番  勝 山 則 子 

3. 欠席、遅参、離席及び早退議員は次のとおりである。 

   ８番  東   信 介    欠席 

   ４番  曽 根 和 仁    早退 13時29分～ 

4. 地方自治法第121条第１項により説明のため出席した者の職氏名（15名） 

  町    長  堀   順一郎          副  町  長  瀧 本 雄 之 

  教  育  長  岡 田 秀 洋          総 務 課 長  田 中 逸 雄 

  税 務 課 長  増 田   晋          住 民 課 長  太 田 貴 郎 

  福 祉 課 長  仲   紀 彦          こども未来課長  竹 原 大 二 

  観光企画課長  畑 下 貴 幸          農林水産課長  村 井 弘 和 

  建 設 課 長  井 道 則 也          参事（消防長）  湯 川 辰 也 

  教 育 次 長  中 村   崇          水 道 課 長  楠 本   定 

  病院事務長  寺 本 斉 弘 

5. 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（３名） 

  事 務 局 長  寺 本 尚 史 

  事務局主任  上 仲 映 豪 

  事務局主査  北 郡 克 至 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〔４番曽根和仁議長席に着く〕 

○議長（曽根和仁君） おはようございます。 

 報道各社から議場での撮影許可の申出がありました。本件について、議長はこれを許可しま

したので報告します。 

 なお、報道関係の皆様にお願いいたします。撮影は傍聴席から行い、議事の妨げにならない

よう、傍聴の妨げにならないよう御配慮をお願いいたします。 

 傍聴者の皆様にお願いいたします。傍聴に際しては、お手元の傍聴券に記載しております傍

聴人規則を遵守し、携帯電話の電源はお切りいただき、議事の円滑な進行に御協力いただきま

すようお願いいたします。 

 なお、今定例会では議会映像の配信の試行として一般質問の様子を撮影しております。皆様

の御協力のほどよろしくお願いいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              ９時31分 開議 

○議長（曽根和仁君） ただいまから再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（曽根和仁君） 日程第１、一般質問を行います。 

 お手元に配付しております一般質問一覧表のとおり、通告順に従って、10番津本議員の一般

質問を許可します。 

 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） おはようございます。 

 それでは、質問通告に基づきまして質問させていただきたいと思います。 

 まず最初に、パートナーシップ・ファミリーシップ制度が昨年４月に本町でもスタートしま

したが、その後の変化というのか、進展はありましたでしょうか。推進プランの、このペー

ジ、12ですか、ここには那智勝浦町パートナーシップ・ファミリーシップ制度の周知を図りな

がら、利用したい人が利用することができる環境づくりを推進し、全ての方の人権が尊重され

るための施策に取り組みますとあるわけですが、具体的にどういうことで進展があったか教え

ていただけませんでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） おはようございます。 

 それでは、お答えをさせていただきます。 

 制度導入後のその後の進展についてということでございます。 

 制度導入後も当事者の方との協議を行ってございます。御意見等をいただきまして見直しを
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実施しております。具体的には、申請手続において、届出の５日前までに事前連絡をお願いし

ておりましたが、その５日前までを削除しております。そしてまた、宣誓証明書及び証明カー

ドの発行をいたしますが、当初後日交付というふうにしておりましたが、即日交付に変更する

などの見直しを図っております。 

 今後も当事者の方の御意見を聞きながら進めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 前のときは私も、住民課のほうで登録すればそれでいいんじゃないかと

いうことでの質問もさせてもらいましたが、そういった検討はなされなかったんでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 住民課長太田君。 

○住民課長（太田貴郎君） 今、福祉課長もお答えさせていただいたように、要望のあった方々と

お話しさせていただきまして、窓口の簡素化という形で改善させてもらってます。窓口につい

ては、福祉課のほうに一本化ということで継続して取り組んでいきたいというふうに考えてま

す。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 全国的にも早い時期に、また県内では真っ先に２つの制度を導入した本

町ですが、それ以後の取組がちょっと私は、やっぱり遅れているんではないかなということが

物すごく気になります。せっかく、前のときにも私も言いましたが、ほかの自治体に先んじて

取組を宣言したわけですから、この制度を利用するに当たっての簡素化、これが同時期に進ん

でおればもっとすばらしきものになったということで感想も言いました。私は、宣誓書さえあ

れば受付の窓口住民課で十分ではないかということを言ったわけですが、先日福祉課のほうに

行きまして、私も、全国的には既に同性ペアが事実婚と同じ表記で受けられているという自治

体が出てきていたことをシェアしましたが、そういったことについて何か検討されておられる

ことがありますでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 住民課長太田君。 

○住民課長（太田貴郎君） 議員おっしゃっていただいてるのは、住民票への表記の記事の提供の

ことかなというふうに認識しております。こちらにつきましては、総務省のほうも状況を把握

し対応を検討していきたいというふうなコメントも出ておりますので、本町としましては、国

の見解、それから他の自治体の動向を注視していきたいというふうに考えております。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 他の自治体を、もう既にそういうふうにして踏み切ってるとこがありま

すよということで紹介をさせていただいたわけですが、そうであるならばぜひ早急に対応すべ

きだと思いますが、ちょっとそれが進められていないのが少し残念な気がします。 

 私、もしカミングアウトの形を取らなければパートナーとして受けられない、行為を認めら

れないのであれば、私はこれが差別を広げることになりかねないという、そういう事態に今入

りつつあるというふうに私は認識をしております。現に名乗り出てカミングアウトすることも
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できずにいる人もおられます。これが差別を広げることになりかねないという事態になってい

るわけですが、実は私の教え子にもトランス男性としての人生を選択した人がおりまして、彼

とは最近全然連絡が取れなくなってるんです。その彼は、私にそのことを伝えに来たときに

は、もう自信を持って、私今度男として生きますって言いに行ったんですが、やっぱり今の社

会っちゅうのはやっぱりまだまだ偏見は残っております。 

 ほんで、そういった中でこの、まあ言えばパートナーシップ・ファミリーシップ制度への対

応を、先ほど福祉課という形での対応が言われてるんですが、そうなってしまいますと、私は

やっぱり福祉の面で見るんかということになってしまって、逆に差別的な偏見を助長すること

になるんではないと思うんですが、どうでしょうか、そこは。 

○議長（曽根和仁君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 

 制度導入に際しましては、当該制度に関する要綱を作成してございます。その趣旨といたし

まして、那智勝浦町人権尊重の社会づくり条例の理念に基づきというところがございます。あ

らゆる人権侵害をなくし、町民一人一人が互いに人格や多様性を認め合い、全ての人の人権が

尊重される社会の実現に寄与し、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を実現するためと

しております。その要綱の趣旨から、受付窓口を福祉課とさせていただいております。差別的

偏見を助長するものとは考えてございません。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 確かに今おっしゃられてる中身はよく分かります。だけど、福祉という

観点だけでの対応になってしまうと、これは一人一人のやっぱり人権の問題になってくるわけ

ですから、福祉の観点というよりも、やっぱりその人たちの置かれている、まあ言えば自分自

身の存在の問題、ここにあるわけですから、ぜひそういったことではなくて、ほかの人たちと

同じように住民課の１本で対応できるようにしていくべきじゃないかなと思うんですが、そこ

らのあたりのことはまだ考えてもらえませんか。 

○議長（曽根和仁君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） 議員からそういった意見をいただきましたので、今現状、福祉課と住

民課と、そしてまた観光企画課と協力して対応しているところでございますけども、そういっ

た意見いただきましたので、また協議してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 那智勝浦町、こういったことに僕はつながっていくんじゃないかなと思

うんです、福祉的な観点だけで扱いますと。なちかつうらの５月号に、結婚をはじめ、広報で

すね、ここに結婚新生活始める方への補助金の御案内が出ていますが、この制度、パートナー

シップ・ファミリーシップ制度に該当する人たちは利用できないと聞いたんですが、これはい

かがですか。 
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○議長（曽根和仁君） こども未来課長竹原君。 

○こども未来課長（竹原大二君） パートナーシップの登録をされた方の対応につきましては、こ

の事業制度開始前に検討もいたしましたが、当該事業につきましては、国の地域少子化対策重

点推進事業の中で地方公共団体が少子化対策の取組を支援する地域結婚支援重点推進事業を活

用して実施をしているものでございまして、婚姻が補助要件になっていることから現在対象外

とさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 既にほかのところではこれを、きちんとそういった補助金の適用も含め

て、されてるところが自治体として出てきてますね、新宮なんかもそうですが、何で本町より

遅れてスタートしたところがそういった制度で先に進めた対応ができているのか。これは国の

少子化対策ということだけの問題ではないと思うんですよ。だから、町民にそういうことで告

知をしてるわけですから、そのことを、しないというほうが、逆に先ほどにも言いましたよう

に、私は逆差別になるという、差別の助長をしていくということになると思いますが、そう考

えはないですか。そう思ってはおられませんか。 

○議長（曽根和仁君） こども未来課長竹原君。 

○こども未来課長（竹原大二君） お答えいたします。 

 議員おっしゃいますとおり、新宮でも令和６年度からこの事業を開始をされておるところで

ございます。しかしながら、この補助事業、現時点であくまで国の定めた補助事業の内容を目

的に沿って実施しているものでございますので、この事業実施が差別につながるというもので

はないと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 具体的に対応ができてないわけでしょ。その理由がいわゆるパートナー

シップだということで問題だとしてんやったら、だったとしたら、これは逆にそのことがある

から認めてないということに僕はなると思うんですよ。だから、きちんとこういうことで宣

言、受け入れるという制度を取ったわけですから、きちんとそこは、例えば町の予算をそれに

プラスするとかということも含めて、僕は考えるべきじゃないかなと思うんですが、そういっ

た検討はできていただけませんか、していただけませんか。 

○議長（曽根和仁君） こども未来課長竹原君。 

○こども未来課長（竹原大二君） お答えいたします。 

 先ほどの繰り返しになりますが、この事業については国の内容、目的に沿ってしているとい

うところで、年齢制限等も設けているところでございます。この事業自体、実施自体が差別に

つながるということは先ほども考えてはないということで答弁させていただきましたが、この

事業趣旨につきましては、あくまでも結婚に伴う新生活の経済的不安を軽減することにより子

育て世帯の定住・移住、そして少子化対策の推進に資することを目的としてございますので、
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どうぞ御理解いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） あのね、子育て対策とかということになってくると、この同性婚の人た

ちは子供ができないということを前提に対応するということになりはしませんか。そやから、

私はこういったことは丁寧に、それこそ制度を認めていくんであれば、行政側が、その人たち

が本当に住みやすくなる町にしていくために、やっぱり早急にそういったことは一つの手を打

って、ほんでそういう制度として生かせないんであれば、それなのであればパートナーシップ

制度を認めたわけですから、そのことについては受け入れる体制をやっぱり考えていくのが僕

は行政の仕事だと思うんですよ。そこはどうでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） こども未来課長竹原君。 

○こども未来課長（竹原大二君） お答えいたします。 

 そういったことにつきましては、今後国、他の自治体の動向に注視して、今後もまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 早期にこれは対応してほしいんです。でないとうちの町が、これは国会

でも問題になってますが、いわゆる同性婚には社会性がないという批判があるんですよ、政

府・与党のほうからもね。だから、もし子供対策としてそういうことを考えてあるんであれ

ば、同性婚の人たちには子供をつくる資格がないし、そういうことはできないんだということ

を行政が認めてしまうことになります。だから、それは早急に手を打って、これは町長を筆頭

に考えていただかないと、それこそほんまに差別を助長していく、子ども手当の分として考え

てくんであれば、ほんまに社会性がないという、そういう人たちの今のそのことは問題なって

る、いろんなとこで問題になってるわけだから、それは早く取り払うためにも早急に手を打つ

べきだと思いますが、そこはどうでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） いわゆる新婚生活を始める補助金の関係の対象となる方々が限られてい

るのは差別ではないかという御意見でよろしいんでしょうか。この制度は、あくまで少子化対

策で国が制度化したものでございます。年齢についても39歳以下の方でございまして、那智勝

浦町においては、婚姻届は割と高年齢の方々が多ございます。そういった方々からすれば、議

員おっしゃるように、それは差別じゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、あくまで

これは国の少子化対策の補助金を町としてやっていこうというようなことで始めたものでござ

います。ただ、全ての方々、いろんな意味で生活しやすい、そういった町をつくっていくのが

私どもの役目ではございますので、今回の制度とは別に、また支障があるんであれば、そうい

ったものも解消していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 
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○１０番（津本 光君） これは、結婚新生活を始める方への補助金の御案内、こうなってるんで

す。年齢制限のことは別に書いてないわけですね、ここには。それは、具体的にするときには

年齢制限があるかもしれませんが、だけども現にこのことで私が申請しようができませんとい

うことで、認めてくれませんということで言われる方もおります。だから、そういう意味で

は、この制度自身が、やっぱりそうなれば少子化対策だけの人でなってくると、子供ができな

ければ、なかったらということになるわけですから、それよりも新婚の生活を送る人たちへの

支援の問題ですから、それはやっぱり幅を広げて考えるべきじゃないかなと私は思いますよ。

だから、ここで、この問題だけで議論をしましてもなかなか進みませんので、ぜひそのことは

早急に対応していただきたいと思います。私は、この問題はやっぱり子育ての問題だけじゃな

くて、若い人たちが安心してこの町で暮らしていける、そういうことの条件のためにもこれは

必要だと思いますので、引き続きいろんなところでこの問題は問題提起をしていきたいと思い

ますが、できるだけ早急に対応のほうを考えていただきたいというふうに思います。 

 ほんで、そういう意味で言いますと、この制度の問題は、いろんな意見があるのはもう制度

の導入時点から分かっているわけです。そして、それがもしできないんであれば、やっぱりそ

ういったことを早くから検討していって、いろんな制度を利用していかなければならないと、

本当の意味でのそういった人たちへの理解は進んでいかないと思います。したがって、せっか

く制度を取り入れたわけですから、それが逆にいろんなことで制度が利用できないとなれば、

本当に逆に差別を広げていくことになりますんで、ぜひ早急な対応をお願いしたいということ

をお願いしておきたいと思います。 

 これは、私はなぜそこまで言いますかというと、やっぱりこれは個人の尊厳の問題だと思う

んですよ。すなわち、その人がどういう生き方をするのか、また憲法で保障されているわけで

すよね、そこは。それは、私自身の生き方は私自身が決める、国や行政に決められるものでは

ないと。だから、これは制度の活用もそうだと思うんです。だから、そういう意味で、その生

き方を守っていくというのが私は行政の仕事であって、私はそういう意味で、このファミリー

シップ・パートナーシップ制度が導入されたことについては大変意義深く思ってます。そうい

う意味では、ぜひ早急に実施をしていただきたいと思いますが、ほんまに改めて、その検討を

早急にお願いすることができませんか。それだけ最後確認したいと思います。 

○議長（曽根和仁君） 津本議員、福祉課、どこですか、答弁は。 

○１０番（津本 光君） 一番いいのは町長に聞かせてもらうことだと思いますが。 

○議長（曽根和仁君） 津本議員、もう一度質問の趣旨をお願いします。 

○１０番（津本 光君） 早急に、この制度、パートナーシップのそういったことを充実させてい

くためにも、この制度は早急に検討すべき、したってほしいなということで、それが実現でき

なければ、私はこれからもいろんな場でそういったことについては提案、問題提起もしていき

たいと思いますが、そこらのあたりの早急な対応できませんか。無理であれば無理と言ってく

ださい。私は、子育て世代の支援の問題だけじゃなくて、若い人たちが安心してこの町に住め

るようにしていくための、私はここの支援制度だったと思ってますから、ぜひそういう点で、
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そういう支援のほうも早急にできるように、パートナーシップで登録しようができるように早

急な検討をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（曽根和仁君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 議員おっしゃるように、パートナーシップ・ファミリーシップ制度とい

うのは、県内で初めて導入した自治体でございます。その自治体、その制度を拡充なり発展さ

せるという意味がちょっとよく分からないですけども、そういう届出制度ができますっていう

制度だと思ってますし、先ほどの補助金の話もそうですが、あくまで子供を、少子化対策の一

環としてでございました。そういう意味では、差別って言えるのかどうか分かりませんけれど

も、年齢制限とかいろんな制限をしていると、それを差別と言われるとちょっといろんな補助

制度が、それは全部、なかなか難しいもんになってしまうんじゃないかなと思いますので、そ

れは本当に、差別とは思いませんけど、何かほかを排除するようなことがないように、いろん

な補助制度とかは考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） ここで、やっぱり結婚新生活を始める方への補助金の御案内となってる

わけです。それやったら、少子化対策の一環としてとか、具体的にあるのであれば別ですけ

ど、これは新婚生活を始める方への補助金の御案内で、なちかつうら広報には出ているわけで

すから、当然そうなればいろんな制度を利用できるんじゃないかなと考えると思います。だか

ら、これは具体的な形で、現にそういう登録をしてパートナーシップで受け入れられたとなれ

ば、それはそういう制度を受けれる、支援を受けられるということもあるわけですから、結婚

祝い金とかそうですね。だから、そういうことも含めて対応をすれば、私はいいことだと思い

ますけども、できませんでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） こども未来課長竹原君。 

○こども未来課長（竹原大二君） この事業につきまして、結婚新生活の事業でありまして、その

中で39歳以下の方を対象にということで現在させていただいておるものでございます。それ

で、全体的に誰も彼もがっていうか、年齢制限等々もお示しさせていただいた中で補助事業を

進めさせていただいております。先ほども申し上げたとおり、現時点で国の定めた実施内容に

沿って実施しているものでございますので、どうぞ御理解いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 御理解していただきたいと言われても、ちょっと理解しかねますね。 

 この方は、申出された方は30代の方です。前半の方です。そやから、その人はそういった適

用を受けられないということではない、結婚の支援、そういったことができないというわけで

はないと思いますから、ぜひそれは、そこらをしっかり踏まえて、そういう対策は取っていた

だきたいなと思いますが、それでも無理でしょうか。 

○議長（曽根和仁君） こども未来課長竹原君。 
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○こども未来課長（竹原大二君） 補助金の御案内の中にも、今後も少子化の関係であったり、そ

ういった内容をしっかり周知してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） そしたら、結婚祝い金とかそういうことは、申請しても駄目だというこ

とでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） こども未来課長竹原君。 

○こども未来課長（竹原大二君） 結婚新生活の関係につきましては、結婚祝い金というあれでは

なくって、生活を始めるために引っ越しであったり、リフォームであったり、家賃、そういっ

たものに対する補助となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） だから、具体的にそういう申請があったときにはどういうことでできる

んか、きちんと相談に乗ってあげて、僕は対応してあげるのが行政の仕事だとは思うんです

よ。だから、そのために僕はファミリーシップ制度やパートナーシップ制度が県下を切って先

にやったということの中身は、僕はそういうことだと思うんですよ。それができないのであれ

ば、そういうことだけ決めて、ほんで後は勝手にしなさいというようなことでは、僕はこの本

質は生かされないと思いますが、それは、もうどうお考えでしょうか言ったって、それはちょ

っと答えにくいと思いますんで、意見として述べておきますが、私は引き続きこの問題やりま

すんで、今回はここで止めておきたいと思います。 

 といいますのも、これだけで時間を取るわけにはいきませんので、もう既に30分たってます

んで、そういうためには、国際的にはもう既にこのＬＧＢＴは英語圏で使うそうですが、国連

とかのそういう組織の中では、もうＳＯＧＩ、ＳＯＧＩＥという、そういう言葉を使ってるそ

うです。だから、ＬＧＢＴだという言葉を使ってるのは英語圏のところだけで、そしてその中

では、ＳＯＧＩというのは、セクシュアルオリエンテーションジェンダーアイデンティティー

ということで、その頭文字を取ってるわけですが、差別の禁止や安全の確保をうたって、性的

指向と性自認の在り方をめぐって何人も不利益を被ってはならないというのが、この国際人権

の感覚、仕組みである、そういう点で本町もせっかく出したわけですから、そういう観点に至

って行政を進めていきたい、このことを最初に申し上げておきたいと思います。 

 ほんで、そういう意味では推進プランのこの策定の中で、そういう意味でもこういうジェン

ダー平等の問題が、推進のプランが出されたのは、全国的には早くつくられたと私も思いま

す。しかし、この問題での、ちょっと私もこれから質問に入りたいなと思うんですが、このプ

ランを推進されたのは、進められたのは、前の課長が中心になって多分進められたと思うんで

すが、そういう意味で本当は私はその課長ともここでできたらいろんなことを議論をしたいな

と思ってたんですが、残念ながらもう県のほうに戻られましたんで、代わって新しい課長に答

えてほしいなと思うんですが、この推進計画の中に、推進プランですか、町の職員が入ってな
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いんです。それから、ぱっと見たんですが、どなたが責任者かというのもちょっと分からない

んです。だから、そういう点でちょっとどなたが責任者で、町の職員の関わり方はどんな関わ

り方をしたのかということを聞かせてほしいと思います。 

○議長（曽根和仁君） 観光企画課長畑下君。 

○観光企画課長（畑下貴幸君） お答えします。 

 令和６年３月、今年の３月にできた那智勝浦町ジェンダー平等推進プランについてなんです

が、まず策定に当たっては那智勝浦町男女共同参画計画策定委員会設置要綱に基づきまして、

委員の任命につきましては学識経験者、各種団体、その他町長の必要と認める者となっており

まして、その決まりの中で任命を、策定委員を担っていただいたところです。計画づくりにつ

いては、住民からの積極的な計画に対する意見を受けて策定することが望ましいと考えた上で

の委員の選考となっております。策定委員の選定については、要綱に基づき、那智勝浦町役場

の責任としてお願いをしているところであります。役場の職員については、事務局として庶務

の業務に当たっておりまして、意見調整を行う業務に当たりました。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） せっかくこういうのを丁寧につくっていただいたんですが、今年このあ

れが、６月に、今は、４月当初ですよね、この問題が報告されまして、私もすぐ目を通させて

もらったんですが、この中で数値目標はちゃんと出ているんですが、それを実現していくため

のロードマップ、これが具体的に何もないんですね。であれば、それがどういう形で今年は取

り組まれて、また来年はこういう取組をしていきますよということでは、これの課題は明らか

にされておりますが、ちょっと分かりません。そういう点で、具体的な施策を進めていくに当

たってのロードマップがないのが非常に気になりますので、やっぱり早急に計画を、何年度で

どういう計画をしていくということで、これは多分５年計画ですよね、その中で、ぜひその年

度年度の計画をこういうふうに進めていきたいというのを出していただきたいと思うんです

が、それはどうでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 観光企画課長畑下君。 

○観光企画課長（畑下貴幸君） お答えします。 

 御指摘のとおり、プランのつくりについては具体的な政策も書きつつ、将来の令和10年度の

数値目標ということで、その間の細かい計画、ロードマップが必要ではないかというような御

指摘かと思います。 

 その計画ができたばかりなのですが、男女共同参画の取組については、このプランができた

から始まったというよりも、これまでも平常業務の中で推進しておりました。そこら辺のノウ

ハウについては、各課の取組の中で蓄積されたものもありますので、今回プランをつくったと

いうことで、そこを補強していくようなプラン、そこをすり合わせしながら、今までやってき

た業務をさらによりよいものにしていくという役割があるのかなと思いますので、計画につい

ては、ひとまずは各課のほうで考えて今実行をしていただいてますし、この令和10年の目標に
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向けて取り組んでいるところでありますので、そこのプランとしては、進行状況についてもヒ

アリングを行いながら確認をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 担当課は、これらについては担当の課が担当するということが出てるん

ですが、その課でのそしたらそのプランとか、そういうのがまだ見られないわけですね、そう

いう意味では、この作業をやろうと思ったら大変だと思うんです。だから、そういう意味でぜ

ひ皆さんの知恵と力を合わせてそういうプランを早急に立てていただくことが、これはもう役

場中心しかやっぱり取り組めないので、これでそれをしていかないと進まないと思います。そ

のためにも、ぜひ取り組んで、計画を立てて、早急にプランを練り上げて、こういう機会に、

議会のときにですね、今年はこういうプランで行きますよ、来年ではこういうプランで行きま

すよというようなことを出してもらえればありがたいと思いますが、その点はどうでしょう

か。 

○議長（曽根和仁君） 観光企画課長畑下君。 

○観光企画課長（畑下貴幸君） その点、各課での課題を解決するために、そういう実体的な事業

計画が、お見せするようなものをつくっていくのが最適なのかどうなのか、なくてももちろん

事業としては進んでますし、効果的な事業を進めていくわけですけれども、その点について、

必要に応じて検討していく必要があるのかなとは思いますが、今策定終わったところなので、

もう少し課題のほうを見極めていきたいと思っている段階です。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 策定されたばかりだというのはよく分かります。だけども、その策定す

るときは、第１段階として、最初はこれでまずスタートするというようなことが僕は必要じゃ

ないかなと思います。そうしないと、５か年のプランは具体的にはないわけだから、それを一

刻も早く進めていく意味でも、僕はこうして、このジェンダーの問題、平等の問題では、いろ

んな関心があります、関心というよりも大事だと思ってますんで、これについては随時どう検

討されてるかということは、ここで聞いていきますんで、ぜひいろんな面での対応をぜひ頑張

ってやっていただきたいというふうに思います。 

 そのときに、私、これを読んでて気になったのは、職員さん自身が自らの壁を明らかにして

ないという、だからここの職場としてどういう状態なのかということが把握されていないとい

うことでちょっと見てて気になりました。やっぱり、そういうふうにしていかないと、本気と

いうか正面に据えた取組にはならないのではないかと思うんですが、ぜひ職員さん自身がこう

いった課題を自らの問題として明らかにしながら取り組んでいくということで、ぜひ具体的な

プログラムを考えていただきたいと思います。 

 私、そういう点で、これ、ここに豊岡メソッドという本があるんですが、これはジェンダー

ギャップの解消を目標にして、自治体で取り組む、この豊岡市の取組が紹介されています。こ
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れは吾妻議員に教えてもらって、早速購入してきて読んだんですが、ここで書かれていること

は、豊岡市は若者が逃げ出す過疎の町として、これを何とかしたいということで取組をスター

トしたと、ジェンダーギャップとガチに向かい合って取り組んでいたという報告がここでずっ

とこんだけの本になってるわけですね。ここでは、全てコンサルに依頼するのではなくて、役

場職員が中心になって地域おこしの協力隊の協力も得て、幾つかの観点から様々な問題を取り

上げております。ほんで、その中には市職員の意識調査、キャリアデザイン職員のヒアリング

というようなことも含めて、様々な取組がされております。ぜひ、そういった取組の結果、こ

の豊岡市のほうは、人気の移住先ランキング、それから住みたい田舎でそれぞれ全国的にラン

キング１位を取るというところまで至ってるそうです。移住者の取組も、Ｕターン、Ｉターン

の移住者だけで考えていくのでなくて、ここでは妻ターンという、奥さんのターンですね、Ｕ

ターンですね、という取組でも成果を上げているということがここで報告されております。ジ

ェンダー平等の観点から、嫁ターンじゃなくて、言わずに妻ターンと呼んでるそうですが、こ

こまで徹底してやってるわけです。そういう意味で、後でまた私の知人で、この妻ターンで勝

浦に移住してこられた方もおられますが、その方の声は後の道の駅のところ問題のときに、そ

の方の声も紹介したいと思います。 

 そして、次の質問ですが、職場の職員さんの問題を考えていくということで、前にも質問し

ている会計年度任用職員さんの人数が職員全体の42％、そのうちの82％が女性だという、もう

一度確認しますけども、そこらで確認間違いないですね。 

○議長（曽根和仁君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 令和６年４月１日現在の会計年度任用職員数でございます。病院職員

を除きまして190名、男女比は男性34名18％、女性は156名82％となっております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 私は、前回のときもそうですが、会計年度任用職員さんのベースアップ

の問題と合わせて、４月遡及の問題も２回に取り上げてきました。会計年度任用職員さんの問

題ももちろんですが、あんまりそれだけでなくて、この問題を取り上げる私の背景といいます

か、このようなジェンダーギャップをなくすということがあります。ジェンダー平等という視

点でこの問題は多分まだ認識はされてないと思うんですが、そこらはどうでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） ジェンダー平等ということでは検討はしてございませんが、人事院勧

告の４月遡及についてでございますけども、３月議会で御説明申し上げましたけども、令和５

年度につきましては会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において、給料表の改

定が行われるときは翌年度から適用するという規定であったこと、それから任用時に取り交わ

す給与等の勤務条件通知書に年度途中での給与改定を明示していないことから、遡及は行いま

せんでした。しかしながら、議員からの御指摘にもありましたとおり、国の通達で正職員に準

じた対応が求められていることから、令和６年度からは条例を改正し、任用時に給与改定の際
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は遡及適用することをお示しして、遡及適用することとしております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） これは前のときも言いましたが、ほかの市町村では現実に上げてるわけ

ですね。そこは多分条例改正とかそういうことをやって上げたんだろうと思います、４月遡及

に持っていったんだろうと思いますが、それがうちの町ではできなかったのが非常に残念だと

いう気がします。 

 この推進プランには、ページの16ページですか、16、17ページにこう書かれているんです

ね。まずは、庁内における女性管理職を増加させるための取組をします。これは私も調べまし

たが、確かに女性管理職は国や県よりも高い水準となってます。だけど、私は、今本町が考え

ていかなければならない問題は、女性管理職の、ここで、またそれから各種ハラスメント防止

に努めながら、女性が積極的に手を挙げることができる環境を整備しますということで書かれ

てるんですが、それだけではなくて、やっぱり公務労働の中で一番問題になってるのが、やっ

ぱり女性の非正規職員の会計年度の雇用の問題、これが全国的にもやっぱり大きな問題になっ

ております。それがなぜか、私は本町でも問題にしたいのは、この働き方改革とかということ

でこの問題が採用されているんですが、実はさっきの数字にもありますように、82％が女性な

わけですね。そういったことを鑑みますと、やっぱり実はこれは女性をコストカットに利用し

ているだけのものではないかというふうな気がするんですが、その認識は、前のときも言われ

ておりますが、もう一度確認したいと思います。 

○議長（曽根和仁君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 会計年度任用職員の登用に当たりまして、募集や任用を男女で分ける

ことは行ってはございません。また、待遇の差もございません。応募者の割合によってこのよ

うな割合になっているものと考えてございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） しかし、非正規公務員の給与の問題、これはジェンダーギャップが激し

いということで指摘をされています。給与が、男性の正規職員の４割しかないということも国

会でも明らかにされております。コストカットでないというのであれば、やっぱり職員の数が

それで必要であれば、正職員として毎年少しずつでも採用を考えて、計画的に正職員への配置

を考えていく必要があるんではないかと私は思います。それでなくても会計年度任用職員さ

ん、単年度の任用なんで、恐らくいつ辞めさせられるんじゃないかなとかということで不安で

はないかと思います。そういったことも考えることで、私は会計年度任用職員さんに正職員と

して採用の道を開くというんですか、そういうことも検討しなければならないと思うんです

が、そういった要望を聞くとかというようなことは今までの取組ではされてないんでしょう

か。 

○議長（曽根和仁君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 会計年度任用職員を正職員へ任用替えを考えるべきではないかという
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御質問でございますが、そのまま任用替えをするという仕組みは公平性の観点からあってはな

らないものと考えてございます。正職員の募集に関しては、年齢制限、地方公務員法の欠格条

項に反しない限り誰もが受験できるものとなってございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 必要な職員だから結局そういうニーズが措置されてるわけですね。結

局、採用するときに、そしたらそういった人の数も含めて採用、募集を考えておられますか。

多分してないと思うんですが。だから、いわゆる会計年度任用職員さんの数を除いて必要な分

を応募してるということではないかと思いますが、そこらは違いますか。 

○議長（曽根和仁君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 職員の定数でございますけども、これも条例で定められてございます

ので、職員の採用に際しては、そういった年齢に偏りが生じないよう、計画的な採用となるよ

う考えて採用してございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） だけども、現実には42％の非正規の職員さんがおられて、そのうちの

82％が女性だという状況があるわけです。そういった意味で、そういったことを改善していか

なければ、やっぱりこの女性職員さんが困っていても何も取り上げないということが、私は現

実の問題として出て、それで、例えば会計年度職員さんの４月遡及が実施されない、だけども

それにいろんなことを気持ちとしては持ってても、それを言うても仕方ないというか、それを

言うんだったらもう辞めるよりしょうないかなとかということが、そういった会計年度の職員

さんの中に出てくるのではないかと思うんですが、そういう意味で、そういったことがやっぱ

りジェンダーギャップの問題で、その指数の問題が国際的に取り上げられてるわけです。だか

ら、そういうことで、しっかりとその対応を、職員の定数の問題もありますが、だけども、そ

れ以外に、そしたらその方たちを採用してるわけですから、そういったことでの業務がそんだ

け大変で必要であれば、そういった対応をやっぱり考えるべきじゃないかなと思いますが、そ

こらはどうでしょう。 

○議長（曽根和仁君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） お答えいたします。 

 会計年度任用職員の待遇についての御質問でございます。 

 会計年度任用職員の待遇には男女の差はございません。また、あってはならないと考えてご

ざいます。 

 私たち自治体職員には、正職員、再任用職員、特別職、それから会計年度任用職員といった

制度がございますけども、それぞれ地方自治法、地方公務員法、町条例等に基づいて適切に運

用していると認識してございます。 

 以上でございます。 
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○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 何で私ね、ジェンダーギャップの問題がそういったところで出てるの

か、日本はこの間も、先日ですね、ギャップの指数が146か国中118位ですか、ギャップ指数

が、そういったことも報告されております。そして、経済的なギャップ指数となると、またそ

れよりも今は120位ですか、ぐらいで、さらに低くなります。そういった日本の女性がそうい

う状況に置かれてるということで、私はやっぱりそういった問題を取り上げていかないかん

と、それは行政がやっぱり中心になってやっていかないけないんじゃないかなというふうに思

います。必要な職員だから措置されてるわけですから、結局それをしないというんですか、で

きにくくさせているのは、やっぱり男は仕事、女は家庭という性別の役割分業、これがあると

いうことは、女性の雇用の条件には結局扶養されるという形の前提が一定あって、だから家計

を補うということでのジェンダーギャップの指数があるんだと思いますよ。だから、そこのと

ころをきちんと見て対応していかないと、そうしないと女性の働き方改革の問題で多分言われ

ると思いますが、それだけではないということで、家庭の中での補助的な家計を支えてくると

いう役割が、そういう風習というのがやっぱり僕は日本の中では残ってると思いますよ。それ

は現実問題としてあると思います。そういう意味で、このジェンダーギャップ指数を受け止め

てどう考えていくかということが一番大事かと思いますが、このジェンダーギャップの指数で

いろんなことの取組の考えをぜひ進めていっていただきたいなと思います。この問題はどこの

自治体でも同じような状況だとは思います。だから、女性の職員さんがそういったことで困っ

ていても、僕は逆にそういったことが問題になってないこと自体が、職場の在り方としてはや

っぱり疑問に思います。ぜひ、そういう点で改善を進めていっていただきたいなというふうに

思います。 

 次に、時間のほうもありますんで、女性が安心して働ける地域や社会をつくっていくため

に、私は、病児保育の問題が、この間新宮市のほうで要望書が出されていたということが熊野

新聞で報道されていました。私は、これを１期目の町会議員選挙に出た後も、その問題で取り

上げているんですが、ジェンダー平等を考えていく上で女性が安心して働き生活できる環境を

つくっていく、そういう意味で、この子育て支援の取組として、この病児保育の問題も少しは

考えていく必要があるんじゃないかなと思いますが、そこらはどうでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） こども未来課長竹原君。 

○こども未来課長（竹原大二君） お答えいたします。 

 子育て世帯の方々が安心して子育てと仕事を両立させることができるよう、その支援として

病児保育の取組は重要な課題であると受け止めてございます。ただ、病児保育事業を実施する

に当たりまして、本町には小児科クリニック等がないという、そういったような大きな課題も

ございます。県下でも、地域性は異なりますが、ほかの市町村の取組、実施内容を参考にしな

がら今後検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 
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○１０番（津本 光君） 隣の串本町は小児科もありますんで、そこでは既にそういったことが実

施されてるということも聞いております。だから、前のときに私、１期目のときに取り上げた

やつは、日高町のファミリーシップ制度の問題で取り上げております。それを例えば民間に委

託していくということも含めて、そういった制度を紹介したわけですが、安心して女性がこの

地域で生活し、頑張っていけるためには、そういった制度も私は大事だと非常に思っておりま

す。ぜひ、そういった取組を、ほかの自治体の様子も見ながら、ぜひ考えていただきたいなと

いうふうに思います。 

 それと、病児保育もそうですが、あと病後児保育という病気をした後、体調が少し整うまで

保育所に預けたいとかということの、ここも含めて、病後児保育というのもありますんで、そ

こらもぜひ今後の検討課題にしていただきたいなというふうに思います。 

 そして、もう一つですが、私は女性が安心して働ける地域社会をつくっていくために、もう

一つはやっぱり、先ほども言いました病後児保育の問題と、それから生理の貧困の問題が全国

で今問題にされております。ほんで、残念ながら、内閣府の共同参画局で調べてみましたら、

独自の取組をしている自治体、779団体ですね、これを印刷してみましたら相当の、資料、こ

んだけになるんですよね、それだけ全国的には取り組まれているということです。この生理の

貧困の問題は、残念ながら和歌山県は全国的には下から４番目、一番できてないところが富山

県、それから福井県、北海道、その次に和歌山県で、生理の貧困の問題が社会的な貧困と関わ

って、経済的な理由で生理用品を十分に入手できないということがあって、支援を求める声が

高まって、自治体として生理用品の無料提供なんかの取組が行われているということも増えて

きて、ほんで既に東京都では９月から全ての都立学校で女子トイレに生理用品を配置するとい

うことも決められて取り組まれているそうです。そういった意味で私は、このジェンダー平等

の観点からも、こういった生理の貧困の問題をちょっと考えていく時期に入ってるんじゃない

かなという気もするんですが、そこらはどうでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えさせていただきます。 

 生理の貧困についてでございます。 

 学校への配置に関することについてですけども、学校のほうに確認したところ、保健室に生

理用品を備えておるんですけども、現状ほとんど需要がないというふうに伺ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） そういう問題を、広報というんですか、そういうのを徹底していかない

となかなかそういう問題は、特にそこまで自分で今日生理やいうのが分かりますから、そこら

まで言いながら、取りに行くのに対して抵抗がある子供さんもおられるかも分かりません。そ

ういう意味で、そういうジェンダーの視点に立った取組はいろんなところでこういう研究され

ておりますので、ぜひ考えて、今後も検討していっていただきたいなというふうに思います。 

 そして、先ほども言いましたように、ぜひ病児保育、病後児保育の問題、そして今の生理の
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貧困の問題も含めてですが、ぜひ今後とも検討していただきたいというふうに考えます。 

 私がなぜここまで男女平等、ジェンダー平等の問題にこだわるかと言いますと、こういう事

例を私は前回の議員してるときに知ってちょっと驚いたわけですが、これは５年前にも取り上

げております。今回も、再度ちょっと人口動態を住民課のほうで調べていただけませんかと言

って調べてもらったんですが、私は、高齢者の方が亡くなることが人口減少に大きく影響して

るというふうにずっと思ったんですが、そうではなかったので、すいませんけれども、25歳か

ら34歳までの子育て世代と言われる年代の人口推移、これを令和２年から５年度、今年度の１

月１日時点での自然増と転出とでどうなっているか、ちょっと答えていただきたいんですが。 

○議長（曽根和仁君） 住民課長太田君。 

○住民課長（太田貴郎君） 人口の状況です。令和２年４月現在、議員おっしゃいました25歳から

34歳の方の人口は893人、令和６年４月１日現在、25歳から34歳の方は752人、141人の減少と

なっています。こちらについては、出生数の減少っていうのが主な原因かなというふうに考え

ております。また、令和２年４月１日、25歳から34歳、893人の方が、４年後、６年４月現在

っていうのは29歳から38歳になっております。こちらの方の人数を比べますと66人の減、こち

らについては、社会的要因が主な原因の減少かというふうに考えております。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 私もここで住民課からいただいた資料を見て驚いたんですが、高齢者の

方はこの５年間でやっぱり自然増というんですか、80代、後期高齢者も増えておりますので、

80代以上が182人の自然増となっています。ちなみに、先ほど答弁にありましたが、141人の自

然減が25歳から34歳までということで、この５年間でそんだけ減ってるわけですが、この中

で、転出で、男女別で調べてみましたら、男性が15人、女性が28人となっています。５歳から

10歳の人口の自然減が106人で、うち17人が転出をされているというふうに、この数字で見て

思ったんですが、そういった点で、こういう減少が続いてることについては、私は何らかの手

を打たなければ、いろんな以前の取組をすることで、給食費の無償化の問題やらいろんなこと

でやってきたとは思うんですが、そこらのあたりの調査というんですか、転出されてる、個人

情報にもなりますが、そこらでどういった今まで対応を考えられたというようなことはありま

せんか。 

○議長（曽根和仁君） 住民課長太田君。 

○住民課長（太田貴郎君） すいません、調査に関してですけど、議員がさっきおっしゃいました

ように、プライバシーの問題等もあり、現在のところ転出の理由を聞くような調査は行ってお

りません。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 個人情報にも関わりますんで、例えばアンケートでお答えいただけるよ

うな形で考えていくとかということも含めて、どういうことで転出をされるのかということ

は、やっぱり我々もいろんな意味でつかんでおかなければならないと思います。やっぱり、

25歳から34歳ですか、子育て世代の転出は、やっぱりそれが出れば子供も減るわけで、ぜひ、
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先ほども言いましたが、ジェンダーギャップの問題も受け止めながら、この問題をぜひ考えて

ほしいなというふうに思います。 

 もう一つ、それと、これは前回で、前々回と高齢者の加齢性の難聴者の補聴器購入の支援制

度、これは既に新宮市のほうでは実施されておりますが、これからは、高齢者の方の認知症、

6.7人に１人が認知症になる時代が来ると言われております。３人に１人と言われる専門家の

方はおられますが、その対策としてやっぱり軽度の認知症の、特に軽度の場合に治療しておけ

ば治る可能性もあるというなこともこの間言われてるのを聞きましたが、そういった専門家も

いるわけですから、認知症の予防には早期発見、早期治療という意味で、ぜひこの問題を、住

民の声を大切にするということで、本町の行政のさらなる取組をぜひしてほしいなというふう

に思います。 

 次に、最後になりますが、道の駅の問題で、ちょっと最後に取り上げていきたいと思いま

す。 

 私は１期目のときにも、2016年、それから６月と９月議会の２回にわたって道の駅の問題を

取り上げてきました。１回目のときは大辺路ルートの世界遺産の動きを受けて、世界遺産の入

り口または中継点としての位置づけと取組の重視と、それから丹敷の湯、資料館を含めた営業

努力について取り上げたんです。というのも、そのとき本町の道の駅は正月休みでしたが、北

山村の道の駅は正月の営業もされていました。そういう意味で、道の駅のその営業の問題も１

回目のときに取り上げたわけです。２回目は、道の駅と世界遺産情報センターの位置づけ、こ

の問題で、文化遺産も含めた那智勝浦町の情報提供についての問題と広域連携もこのときに取

り上げました。そのときのリピーターや滞在型の宿泊客を呼び込むための情報提供もいうこと

で、ここでも呼びかけたんですが、それが進んだようには思えておりません。そんなときに、

正月早々丹敷の湯の閉鎖の問題が出てきまして私も驚いたわけですが、この報告書も持ってき

たんですが、ちょっと報告書のほうには残念ながら、その常任委員会のときにこの報告書を出

されたんですが、その報告書が当局のほうにすぐ回収をされております。そういう意味で、私

は何でと思ったんですが、道の駅やエリア全体の問題、プロジェクトチームだと聞いておりま

したので、また改めて出てくるんかなと思ったんですが、先に丹敷の湯の閉鎖だけが大きく出

てきました。仕方なしに私は開示請求をして、今手元にその問題を書いたやつを持っておりま

すが、ちょっと向こうの後ろのほうに直しておりますので、ちょっと自分の席のほうに直して

おりますので、ここには持ってきておりませんが、私はそのときに、道の駅のエリアの全体が

問題だと思っていたんですが、新たに出てきて、それで開示請求をしたわけですが、逆にそう

じゃなくて、丹敷の湯の閉鎖の問題だけが先に出てきたわけですね。ほんで、それを読んでみ

てまして、私は何か丹敷の湯の閉鎖を打ち出すためのこれはプロジェクトチームやったんかな

というふうにしかちょっと捉え切れませんでした。そして、世界遺産情報センターのほうも大

門坂でのリニューアル、これを打ち出すための方針に基づいて、この場所の選択とかも言われ

てきたんじゃないかなということで、ちょっと疑問に思ったところがありますが、そこらはい

かがでしょうか。 
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○議長（曽根和仁君） 農林水産課長村井君。 

○農林水産課長（村井弘和君） 報告書の内容が丹敷の湯閉鎖前提ではないかというところでござ

いますが、そういうことは一切ございません。今回のＰＴにつきましては、道の駅なち全体の

今後の在り方を検討するために組織されたものでございまして、各委員の皆様方からは広く御

意見を頂戴したと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） といいますのも、ここの報告書の、ちょっと今私の座席のところに置い

てるので、ちょっとここにはないんですが、持ってきてないんですが、報告書を見てみます

と、経営が厳しくなったときのものが大体資料として出されてるのが主になってるわけです

ね。採算が取れていた時期の取組のそういった資料は全然ありません。そして、まして私は午

後３時から８時までの５時間だけの営業では到底収益はあげられないと思います。そして、継

続すると決まった後の営業についてもそうですが、私たちも世界遺産登録20周年で曼荼羅の道

を歩くこともやってきました。４月18日に６人の議員さんで一緒に行ってきたわけですが、帰

ってきた後、せっかくだから風呂に入ろうと思って回数券を頼んだら、役場に問合せせないか

んと言いますんで問合せしてもらいました。そしたら、回数券が来年３月31日の日付を打って

ないんで発行できませんという返事だったです。もう１か月もたってるんですが、そのとき

に。再開してるんであれば、私は少しでも営業努力をすべきだと思ったんですがそれは、そこ

らはどうなんでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 農林水産課長村井君。 

○農林水産課長（村井弘和君） お答えします。 

 回数券の準備につきましては、大変準備のほうが遅くなりました。利用者の皆様には大変御

迷惑をおかけしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。今後、このようなことのないよ

う努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） そして、そこのときに、これ、質問する事項は渡したと思うんですが、

その回数券を今まで使ってるときに日付が入ってなかったら販売はされてなかったですか。 

○議長（曽根和仁君） 農林水産課長村井君。 

○農林水産課長（村井弘和君） お答えします。 

 従前の回数券については使用期限の印字等はございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） だから、私はその１か月、本当にそういうことを、利用する人もその回

数券を買えてなかったという人も、私に言っておられた方もおられました。だから、そういう

意味では、私は営業努力はそういった中できちんとすべきだという、それが前回のときに修正
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案の通った中身だと思います。 

 そして、次に、私ちょっとびっくりしたんですが、その後に町が発行した丹敷の湯の営業再

開の継続の回覧ですけども、これが全く、ちょっとその資料も後ろのほうに置いてきておりま

すんでありませんが、かなりぱんぱんと短い言葉で書かれているのでちょっとびっくりしたん

ですが、私も朝日区の総務の仕事をしておりますんで、回覧は毎月のようにつくっております

が、一字一句をやっぱり気を遣っております。この営業継続の回覧のあった部分ですが、これ

の内容を見てみますと、やっぱり非常に切捨て的な、私はいうふうな感じがしたんですよ。特

に、この回覧については、議会のほうで反対があったから、議決があったのでという書き方も

されておりました。そういう意味で、その際にそういった形で表現されたことに私は本当に驚

いております。道の駅エリアの問題を考えるに当たっては、私はプロジェクトチームがそうい

う意味で組織されたんだと思いますが、ワーキンググループやワークショップといった、そう

いった取組の仕方もあるわけで、長期的なことを考えていくときにそういったことが検討され

なかったんかなと、道の駅エリアのリニューアルとしてそういう取組も必要だったと思うんで

すが、考えられなかったのかなということで質問したいと思います。 

○議長（曽根和仁君） 農林水産課長村井君。 

○農林水産課長（村井弘和君） 今の問いですが、ワーキンググループやワークショップの段階

で、ＰＴではなくて、そういう段階で議論できなかったんだろうかなということだと思いま

す。こちらにつきましては、今回のＰＴの検討につきましては、報告を出すまで10か月ほどと

いうところもございました。時間的に余裕がございませんでしたので、報告書にありますメン

バー構成としてＰＴを立ち上げ、検討したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 私は、ＰＴはやっぱり長期的な課題を取り扱う、そのために具体的に長

期間をかけて検討していくというのが、私はＰＴの、プロジェクトチームの役割だと思うんで

すが、だから長期的な見方だからこそ、その間にそういういろんな意見を取り入れていくとい

う意味でのワーキンググループやワークショップのこういった手法も非常に大事だと思うんで

すが、私が一つ怖いんやったのは、座長が副町長ですね、これ。ワーキンググループ、そうい

った、のような、そのわけにはいかないわけです、座長が副町長になりますと。だから、そう

いう意味では、ほんでそこに出席されてるメンバーも大体管理職だということになってきます

と、自由闊達な討論というのは非常に難しくなると思います。それで、丹敷の湯の問題が緊急

性を要したのであれば、そういう討議を進めていく過程の中で、早い段階からワーキンググル

ープやそういうワークショップの手法も取り入れながら考えていけばよかったんではないと思

うんですが、そういった手法はそのときは全然考えられなかったですか。 

○議長（曽根和仁君） 農林水産課長村井君。 

○農林水産課長（村井弘和君） 先ほども申し上げましたとおり、この道の駅の問題につきまして

は、長年いろんな形で検討した結果がなかなか前に進んでいないという状況がありました。今
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回、ＰＴの立ち上げとなりましたので、先ほど申し上げましたように、10か月ほどで報告を行

うというところ、後ろを決めてＰＴを立ち上げましたので、こういうメンバー、こういう構成

でなっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） だけども、やっぱり座長が、私先ほども言いましたが、副町長だという

ことで、やっぱり最終的には、その方向性を決めていくときに、やっぱり座長のあれっちゅう

のが非常に大きくなってしまうと思うんです。だから、副町長は、町長の意向抜きには判断は

できないだろうし、そういう意味で座長を考える場合でも、もっとほかの人がやれるような、

本当に自由な、闊達な議論ができるような方向でぜひ検討していってほしかったなと思うんで

すが、そういう手法をぜひ今後考えてほしいなと思います。やっぱり自由闊達に立場、課を超

えて、立場も自由に、いろんなことで若い人の意見も取り上げる、そういう方法のこともこれ

から考えてほしいと思うんですが、この方法はやっぱりコンサルを、この間の費用の、この間

のあれで出されまして、私も賛成をしたんですが、そういう人たちの声、そして２つの、この

前に、この報告書のほうでは、ちょっと今手元にないんで申し訳ないんですが、報告書のほう

には、多分２つの事業所、コンサルにも入ってもらっていろいろ評価を受けてますよね。その

中では、多分丹敷の湯の問題については、その２つとも丹敷の湯の活用を提案して報告がされ

てたと思うんですが、そこはどうでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 農林水産課長村井君。 

○農林水産課長（村井弘和君） 報告書の中身で、コンサルのほうから丹敷の湯の提案があったと

いうことでございますが、確かに丹敷の湯を活用してというところでありました。丹敷の湯、

そこの文面でもあろうと思いますが、丹敷の湯はやっぱり赤字で続いておる、それを補うため

にブルービーチ那智を使ってグランピングやその他の収益で丹敷の湯の赤字を補填するという

ような報告があったかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） そこは、私は、いろんなそういうとこの経営の仕方には、私は素人です

が、やっぱり赤字があればほかのところで補填するということでやっていくべきだろうと思い

ます。私は、やっぱり温泉の町で、そういう公営の温泉浴場もないというのは、これはちょっ

とやっぱりどうかと思うんですよ。やっぱり本町は温泉で支えられてた町でありますし、ほん

でそういう意味で温泉で得た収益、これは公益だと、同じだと思うんですが、収益で、それを

町民に還元していくというためにも、ぜひそうした……。 

○議長（曽根和仁君） 10分前です。 

○１０番（津本 光君） はい。丹敷の湯の在り方を考えてほしいなと、私は、そういう意味でも

必要だというふうには思っております。だから、そういうことを含めながら町民の皆さんとし

っかり話合いをしてってほしいわけですが、実はそのコンサルを使う場合でも、活用する場合
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でも、そういった若い人たちの意見とか、それから地元の意見とか、そういうことも含めて、

その検討をしていってほしいなと思うんですが、そういった、それともう一つ、先ほど言いま

したワーキンググループ、そういったグループやワークショップみたいな取組をしながらコン

サルの意見も取り入れてくと、やっぱり地元の雇用を一番しっかり大事に取り組んでほしいな

というふうに思うんですが、そこらはいかがでしょうか。 

○議長（曽根和仁君） 農林水産課長村井君。 

○農林水産課長（村井弘和君） お答えします。 

 丹敷の湯を前提ということと、また地元、若い人たちの御意見を取り入れるというところで

あろうかと思いますが、今回、先日御可決いただきました委託契約につきましては、道の駅な

ちが地域における活性化の施設となるべく、専門家の支援を受け、道の駅の再生に向け取り組

んでいく支援でございますので、そこは丹敷の湯存続ありきではございませんが、もちろん全

体を通しての検証、これから課題を見つけ、再生に向けて取り組んでいきたいというふうに思

っております。 

 また、それに関しましての関係者への意見聴取でございますけども、当然地域の方々はじ

め、いろんな関係者には声を聞く機会を設けてまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本君。 

○１０番（津本 光君） 私も浜ノ宮の人と話をしたときに、もし道の駅がなくなってほかのとこ

に行ってしまうとなったら、この浜ノ宮の地域が寂れてしまうんではないかというふうに心配

されてる住民の方もおられました。私は、熊野古道の重要な中継点だからこそ、逆に那智を那

智山への入り口に考えるぐらいのことをしてもええんやないかなということで、そういう意見

も述べられる方もおられました。そういう意味で、世界遺産をそういった意味で保護していく

ということで、ぜひ、コンサルのほうに依頼するにしても、そういった住民の声、先ほども言

いましたように、住民の声をしっかり聞いて取り組んでいただきたいと、そのように思いま

す。 

 私は、そういう意味では丹敷の湯は、先ほども言いましたように、町が温泉で助けられてき

た、支えられてきた部分があるわけですから、それはしっかりと町民のほうにも返すというこ

とで取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 最後に、先ほど紹介しました、妻ターンでこちらに移住されてきた方、この方の声を紹介し

て私の一般質問を終わりたいと思います。 

 その方は、このように申しておりました。私は海なし県の埼玉から妻の実家のある那智勝浦

町に移住してきました。ある日、道の駅に行ってびっくりしました。海なしで育った私にとっ

ては、海を見ながらお風呂に入れるのは最高なお風呂です。友人が来たときは、温泉の町勝浦

の自慢として勧めています。私が思うところ、広報が弱いのではと感じています。ああ、来て

よかった、ああ、また来たいと言われる町にしてくださいというメッセージをいただきまし
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た。 

 ということで、私の一般質問を終わりたいと思います。 

 あと、すいませんが、その住民の声をしっかり取り入れて、受け入れてやっていくという点

での最後にちょっと答弁だけお願いしたいと思います。 

○議長（曽根和仁君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 最後、道の駅につきまして、先日、令和６年度補正予算、御協力賜りま

して本当にありがとうございます。本当に道の駅を、本当に来てよかったな、また行きたいな

と、そういう道の駅にしていきたいと思いますので、様々な御意見を聞きながら道の駅の再生

に努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） 10番津本議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。再開11時10分です。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              10時56分 休憩 

              11時10分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（曽根和仁君） 再開します。 

 次に、３番城本議員の一般質問を許可します。 

 ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 通告に従いまして一般質問させていただきます。 

 まず、空き家対策についてでありますが、これにつきまして昨年、私、３月に質問させてい

ただきました。この老朽化した空き家は、衛生面、景観の面での悪化につながるだけではな

く、地震による倒壊、そして火災の危険性、防災、防犯面におきましても地域の住民の方々に

悪影響を及ぼします。先日の報道では、和歌山はもうこれ空き家率が全国で１番、本町はその

仲でも非常に高い状況だと思います。残念ながら、この空き家問題の先進地になってしまって

いるような状態です。 

 この空き家対策の担当、これは建設課のほうだと思うんですが、非常に状況のよくない、危

険な特定空家、これについてはまた後からまた聞かせていただきますけれども、特措法に基づ

いて粛々とやっていかなければならない。そして、町も独自に、この一歩手前の空き家、不良

空き家について除去の補助金３分の２、上限50万円、特措法の勧告の前にこの解体を促すとい

うものなんですけども、これについて、やっぱり今年も12件が計上されています。まず、この

補助金、この数年の活用状況についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えします。 

 不良空き家の実績についてということだと思います。この事業は、令和２年度から実施して

おります。実績につきましては、令和２年度11件、令和３年度10件、令和４年度７件、令和５
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年度10件、計38件実施しております。そして、今年度につきましては、上限を50万円とすると

12件を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） ２年度から実施して、徐々に件数も増えてきて、12件予算計上されている

ということですね。 

 前回も私申し上げたんですけども、私はこの制度だけで足りるのかなと思っております。人

口減少と過疎化、町内の空き家はどんどん増えていきます。住みよいまちづくりのために、こ

れは様々な、いろんな方法をもう少し考えるべきだと申し上げました。もちろん、この空き家

対策というのは、空き家を取り壊すだけでなくて、まずは民間での不動産の売却、流通を促進

して再利用する。住んでもらうことが一番望ましい。そして、町にとっては、本町にとっては

空き家バンク等を活用して移住促進、町なかにある店舗の再生、こういうことに使ってもらい

たい、住んでもらいたい、住んでもらって町を活性化していく、ここに力を入れています。し

かし、現実ではちょうど孫に当たる、孫の世代、子供の世代、孫の世代がちょうど今都会に住

んでいて、管理できない空き家を何とかしたいということが多数おられます。近所の方にも、

近所にも紀伊半島の水害以来もう帰ってないというふうな家が、そのままになってる家があり

ます。本町の今の施策であれば、例えばそのような方が解体をするに当たって、ネットで那智

勝浦町補助金、解体とか調べたとしても、これはまだ迷惑をかけるほどじゃないんですよね、

それほど悪くない状態なので、補助金が受けられない。固定資産税の軽減もあるので、不良空

き家の状態、ここの不良空き家の状態になるまで、補助金の対象となるまで取りあえず置いて

おこうと、そのままになっている。不良空き家のちょうどここの予備群のところが、そのよう

な住宅ばかりになってるような気がします。もうここについて、もっと違った視点、施策が必

要じゃないかと思います。 

 この周辺に迷惑をかけているような特定空家と、その一歩手前の不良、特定空家と一歩手前

の不良の空き家、町としてはまずここを何とかしなければならないということなんですけど

も、これはちょっと言い方悪いですけども、町に、地域に迷惑をかけているよ、これまでほっ

ておいた空き家に対して今補助金を出しているっていう施策なんですよね。一方、この空き家

を何とかしようとする、この大部分の方の、気持ちある方については、古いけどもまだ周辺に

迷惑をかけるほどではない、その人たちにはもう何もないんですよね。このような所有者の方

に対して動機づけといいますか、補助金なり恩恵が何かないのか。多くの方がそうであって、

ここに対する手だてが、私、相談窓口とか、少しでもここに対して補助金がないのか、必要じ

ゃないのかと思います。古い家ばかりになってしまっては次の世代の子供たちにツケを回すだ

けになります。更地になれば、その上には宅地として土地の固定資産税もありますし、新たに

住宅が建設される、人が住むことにつながります。少額であっても、この広義の空き家対策、

個々の空き家対策じゃなしに、広義に捉えて、通常の空き家の解体に対してでも補助金を出し

ていくのはどうでしょうか。そのような事例が鹿児島のほうのある町で、前回も私提案をさせ
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ていただいたんですけども、工事費の10％、上限15万円でやってるんですけども、そういう町

が実際にあります。これについて前回も提案させていただいたんですが、進展とか今後のお考

えはどうなのかお伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 空き家の対策につきましては、全国でもいろんな事例があるというのはこちらも把握してお

りまして、当町としましては今現在、先ほども議員おっしゃられました、その不良空き家の除

却事業、これがまだかなり需要がたくさんある状態ですので、一旦それが、ニーズが落ち着い

たときに、またそういうたくさんいろんな地域の事例とかを見ながら、次の対策を考えていく

とか、まずは不良空家除却事業のほうを優先して行いたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） まずは、不良空き家のほうをやってく、今はまだ壊さなければならないと

ころがあるということですね。 

 もう一つ、空き家の解体促進のために取壊し後の固定資産税、住宅用地のこの軽減分を免

除、家を取り壊すと税金が６倍になるとよく言いますけども、これはまあまあ６分の１軽減が

かかっていたのが元へ戻るということなんですが、これが空き家解体の妨げになっていると。

これについて前回提案させていただいて、町のほうの空き家対策の検討委員会で検討されてい

るということでありましたが、それがどうなったかお伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 固定資産減免制度につきましては、令和５年度より実施しております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） これについてはやっていただいたということで、ありがとうございます。 

 不良空き家のこの解体の補助金に連動して、この不良空き家、ここの部分も空き家の解体補

助金に連動して固定資産税の住宅軽減分をさらに５年間免除するということですね。これは不

良空き家の解体の促進になると思います。しかし、これにつきまして、逆に国のほうが管理不

完全な空き家に住宅軽減がかかっているのがおかしいと、この空き家の対策の特措法が昨年の

12月に改正をされまして、今度はこの管理不全空き家、これもまた新しい定義なんですけど

も、管理不全空き家というのが、改善が見られない場合には固定資産税の住宅軽減を解除する

となりました。逆に、管理が不完全なものについては住宅軽減はもう解除するよと、普通に戻

すよというふうなことなんですけども、これは建設課にとっても税務課にとっても非常に難し

いと思うんですよね。自治体の判断任せみたいな形で難しそうです。この判断基準、通達とか

決まり、どうなってますか。お答え願います。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 
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○建設課長（井道則也君） お答えします。 

 空家特措法の措置法ですけども、昨年の12月に改正されまして、管理不全空き家というもの

ができました。そして、議員おっしゃいますとおり、自治体独自でその基準を決めるものでは

ございません。そして、昨年12月に改正されましたので、まだ県内でも実績もなく、判断基準

が作成されておらず、今後和歌山県空家等対策推進協議会で協議する予定になっております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） まだ12月に改定されたばかりということですね。 

 この管理不全空き家、本町ではどれぐらいあるんですかね。そもそも、ちょっとこれは把握

できるのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 管理不全空き家の数についてですけども、先ほど申し上げましたけども、現在管理不全空き

家に対する具体的な判断基準というものが策定されておりません。件数としては把握できてい

ない状況になります。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 税務課にもこれは関連してくると思うんですよね。まだ判断基準が作成さ

れたとしても、これは実際把握できるんでしょうか。やれるんですか、事務的に。お伺いをし

ます。 

○議長（曽根和仁君） 税務課長増田君。 

○税務課長（増田 晋君） お答えいたします。 

 管理不全空き家の把握ということでございますけども、税務課としましても事務的には難し

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） やはり、これの判断はかなり難しそうですね。本町でも勝浦とか朝日とか

住宅用地ばかりじゃないですし、山間部もありまして、町内一律にはこれはできないと思うん

ですね。近隣に迷惑のかかるような建物、不良とか、特定とか、そういう話のあるところにつ

いて、個別にこの判断基準を照らしていくと、管理不全空き家として改善が見られない場合

は、この軽減措置を解除していくと、そんなふうなイメージになるんじゃないかと思うんです

けども、これは実質の運用がどうなるのか、そのあたりお伺いします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 管理不全空き家の運用についてということだと思います。現在、判断基準がないということ

で、先ほども申し上げましたが、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがあり、所有者側
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に改善する見込みがないとかそういう場合には、管理不全空き家にするケースがあるかと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 地域の現状が分からない国の施策と、この自治体の実際の状況の考えには

隔たりがあるように思います。いずれにせよ、空き家対策、国のほうも本腰を入れて対策を講

じておりますので、本町独自の施策も含めまして、これからどうかよろしくお願いをしたいと

思います。 

 次に、関連しまして、田辺市が行っている独自の施策なんですけども、御存じの方もあると

思いますが、私もほかの方に勉強するようにということで言われまして、連れていっていただ

いてお話を聞いてきました。市が空き家の所有者と近隣の住民の間に立って、解体費と登記に

係る費用程度で売買が成立するようにという働きかけをするという制度なんですけども、危険

な空き家を当事者となる地域の力でこれは解決していこうというものです。この話を聞いてる

と、本町と同じように空き家対策をやっていたがどうにも進まない。放置されたまま老朽化が

進み倒壊の危険性がある建物が現実にある。そうした建物の所有者は遠方に住んでいて、高齢

であったり管理がされていない。解体費用も高額でやむなく放置していると。地元の、近隣の

住民は空き家の倒壊や火災などの不安を抱えている。これは全く同じですね、うちの状況と全

く同じであります。そんな中で、市が所有者と近隣住民の間に入って意向を確認し、解体費と

登記に係る費用程度で売買できるように働きかけをしている、働きかけをする、これは所有者

はほぼ自己負担なしに空き家を処分できるというふうな形になります。近隣の住民も地域の安

全が確保できますし、市も懸念のある、懸案のこの空き家問題が一つでも解決すると。これ

は、一応不動産流通には乗らないような物件であること、そしてまた所有者や相続人が遠方ま

たは高齢で、将来的には管理不能だと予測されると、特別の場合、これはもう特別の場合とい

ったふうなルールの下でされていると思うんですけども、担当の方は、やっぱり地域が困って

いる空き家の事例を１件でも解決すると、そこまでやらないとさらに空き家が増えてしまうん

だということをおっしゃっておられました。これは数年前からやってるということなんですけ

ども、そのことは本町は御存じでしょうか。お伺いをします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 田辺市だけに限らず、和歌山県の空家等対策推進協議会というのが行われておりますので、

その中で県内の各事例というのは見て、把握はしております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 状況は御存じかと思います。 

 これを本町で実施していくということは検討されましたかどうかお伺いします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 
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○建設課長（井道則也君） お答えします。 

 検討というか、そういうことをやられてるということで、田辺市以外でもいろいろやり方と

してはあるとは思うんですが、今のところ民間業者とかがある中で、行政の立場上、なかなか

できるできないこともございますし、そして当町としては不良空家除却補助制度のほうを今優

先して行っておりますので、こちらのほうを活用していただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 私も直接話を聞くまで信じられなかったですよ。行政として当事者の中へ

こんなに入ってっていいのか、そんなことができるんかというのが正直な気持ちでありまし

た。でも、市が後ろ盾になっているところに、これは問題解決の糸口があると思うんですよ

ね。市の信用が、町の信用でやっていることなんですよね。実際には難しい点もあろうかと思

いますんで、もし実施ということになれば、どのような問題があるのか再度お伺いをいたしま

す。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） どういう問題かっていうのまで、そこまではちょっとまだ検討できて

いないんですけども、今現在は、その不良空家除却制度ですか、それは今かなりニーズがあり

ますので、それが落ち着いてくときにはまたいろんなやり方もあると思うんですけれども、そ

ういったことをまた空き家協議会とかで、次どうやっていくかということをまた検討をできた

らいいなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） これはあくまでも個人の取引の話になりますんで、自治体が入っていくっ

ていうのは非常に難しいところもあると思うんですね。しかし、私が思うに、不良空き家のよ

うな状態で民間の不動産流通に乗らないものについては、こんなようにちょっと違うやり方を

考えていかなければならないのかなと、今はここの特定とか不良とかの、この壊さなければな

らないところがあるんで、ここだけに集中、注目してますけども、実際にはここに大部分、多

くの空き家があって、これを解決してかないとどんどんどんどんスライドしていくだけですよ

ね。だから、ここに対して何かやはり違う視点でもって問題解決を図っていかなんだらあかん

のかと思います。 

 まず私は、民間の不動産業者と連携して進めていくと、こんな事例があるんやけど何とかな

らんかなという相談ですよね、それは情報共有だと思います。町もやっぱり中に入っていっ

て、そこでこれが流通に乗ればいいんですけども、それ以外のものについて、やっぱ地域が困

る事例については、やっぱ必要であれば消費者や地域の住民の方と解決策を見つけていくと、

あくまでもこれはサポートなんですけど、そこでやはり相談窓口となって、例えば先ほどの少

額の補助金、15万円でも、10件件数があったとしても150万円ですよね。今の特定のと比べた

らごく僅かですけども、15万円の例えば少額の補助金でもあれば、これはいいのかなと、そう
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いう相談に乗れるのかなと。これはまず御検討をいただきたいと思うんですけども、何かその

中で方向性は見えてくるんじゃないかと思うんですよね。答弁は結構なんですけれども、どう

かよろしくお願いをします。 

 次に、２番目の、この空き家対策なんですけども、これは朝日３丁目の、この危険な４階建

ての空き家についてをお伺いをいたします。 

 これは、そこの、先ほど言ったこの特定の空き家、一番悪い住宅だと思うんですけれども、

これについては地元の８番議員、東議員さんからも問題提起がされまして、町も昨年から代執

行に向けて本格的に対応をされているところかと思います。総務経済の委員会でも報告がなさ

れておりました。やはり人通りの多いところで、この間も言われたんですけども、これはいつ

までかかるんだと、これで何か物が落ちてきてけがをすれば、これは町が責任を取るんかとい

うふうなことを言われました。まず、個人の所有に係るもので代執行というのはやっぱり時間

がかかるということをお知らせする必要もあるんかと思います。これについて委員会で報告を

受けてますけども、住民の方に知っていただくためにも再度お伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 朝日地区の危険空き家についてということですけれども、以前からちょっとそのお話はずっ

と出ておりましたので、こちらのほうとしても早急に対応できないかなという考えは持ってお

るんですけども、現在の予定としてですけども、来年度で積算、設計業務を行いまして、工事

費の算出を行いたいと思っております。そして、その設計の結果ですね、ちょっと工事費もま

だ今のところ幾らっていうのも分かりかねますので、まずは設計業務を行って事業費を算出し

て、８年度で解体の工事に着手できたらというふうに現在は考えております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 代執行という形で解体の設計も行って、解体工事に着手していくと。手続

を踏んでいて、実際に工事にかかるのは、これは予定ですけども、８年度ということになるん

ですね。来年、再来年ということですね。 

 個人の所有のもので手続に時間がかかるというのもよく分かるんですけども、設計と工事の

ところ、１年ずつかかってるんですけど、この部分については町のほうで調整して早くできな

いんでしょうか。その点お伺いいたします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えします。 

 今んとこ、今年度において県の担当課と設計の協議をする予定にはなっております。あとは

もう費用の問題とかもちょっとありますし、どれぐらいでその設計積算できるかっていうのも

今んところちょっと分かりにくいところもございますので、今、そういうちょっとでも早くで

きないかというお話はもちろん協議はさせていただきたいと思うんですが、今んところ７年度

設計、８年度工事ということで、今のところ予定はして考えてはおります。 
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 以上です。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 地域の皆さんがここはいつも通る道で、しかも通学路でもあります。地

震、台風で何かが落ちてくるかって非常に心配をされています。町としてはこれに対して積極

的に取り組んでいることは分かるんですけれども、少しでも早く進めてもらいたいというのが

住民の声だと思いますので、どうかまたよろしくお願いします。 

 今回、一般質問で取り上げさせていただいたんで、ちょっと状況が分かっていただけたと思

うんですが、これは地域の方に広報とか回覧とか、今後こうやって進めるんだよと、町が真剣

に取り込んでるんだよということをお知らせできないのかと思うんですけども、そのあたりお

伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） 今現在、何もその費用とかも工事費とかも分からない、あくまで予定

ですので、これが８年度できるかどうかっていうのも確定してるもんではございませんので、

ある程度はっきりと分かり次第、地元の区長とかに報告はさせていただきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 空き家対策について、町の対応について質問をさせていただきました。 

 これらについて、最後に町長のお考えをお伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 空き家全般の今後の考え方っていうことでよろしいんでしょうか。もち

ろん、不良空き家については補助制度もつくりましたし、そういったことで、より危険性を除

去するって意味でどんどん進めるべきだと思います。それの手前の不良住宅、その不良住宅が

どうかっていうのは所有者さんもあることでございますので、いろんな区長さんとか、いろん

なお話も聞きながら、今後どうしてったらいいかっていうことは進めてまいりたいと思います

し、できればリニューアルして多くの方にお住まいいただくのが一番いいんじゃないかなと思

うんですが、そういったことも含めて空き家対策も検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 町のほうの空き家対策の検討委員会もありますので、どうかよろしくお願

いをいたします。 

 次に、本町の観光の原点であります、私は原点だと思っておりますけども、熊野那智、那智

山の振興についてお伺いをしたいと思います。 

 紀伊山地の霊場と参詣道、世界遺産の登録20周年で、議員としても何か応援することができ

ないのかなということで、４月に、先ほども津本議員さんおっしゃっていただきましたが、議

員の有志の方と熊野那智の玄関口である浜ノ宮から那智山まで歩いてまいりました。熊野那智
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の参詣曼荼羅に残るこの曼荼羅の道、これが歴史から見ても那智山観光の核になるものだと思

っております。外国から訪れる方のためにも、本来のこの熊野古道をもう少し整備していって

もよいのじゃないかと思います。私は、携帯、ＱＲコードを使った解説がもう当たり前になっ

てる時代なんですよね。ＤＸで、デジタルトランスフォーメーションを活用して、これをぜひ

やっていきたい、そしてハードでも、牧野々から山に入って尼将軍の供養塔、それから補陀洛

霊園への道も相当今傷んでおります。補修も必要です。二、三年前には何か観光機構の方がこ

こを点検していただいた、調べていただいたそうなんですが、そろそろ何らかの手を打つ時期

かなと思っております。また、道の駅の、那智のある浜ノ宮が、観光客数の今の動向がどうか

ではなくて、歴史的にもこの曼荼羅絵図における熊野那智の出発点であること、ここを再認識

すべきときであると私は思っております。 

 浜ノ宮の振分石の付近、補陀洛山寺の付近の案内板、ここは改修が必要ですね、これはちょ

っと恥ずかしいような状況です。町長、那智勝浦町にある観光資源をブラッシュアップすると

言われました。私もこれは大賛成で、ぜひ応援したいと思っております。 

 まず、那智山のところの電柱の地中化について、これは以前からもお話がありまして、昨年

末にも10番の津本議員さんからも質問、提案がされております。今回、実際に歩いてみて、外

国の方からの来訪者がすごく多い、非常に多い。平日ではほとんどが外国の方なんですよね。

熊野古道、三重の塔と那智の滝の絵、そして大門坂の写真が日本を代表する風景として世界に

今紹介されてるような状態なんですね。この世界に知れ渡る風景となったこの景色なんですけ

ども、しかし来られた外国の方が観光の記念写真を撮ると、那智の滝と一緒に電柱や電線が写

り込む、これは非常に残念なことだなと思っております。まず、電柱の地中化には多額の費用

がかかるということでしたけども、その点について再度お伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えします。 

 那智山地区の電柱の地中化についてということですけども、那智山地区は世界遺産登録地域

であるために、景観を保護しながらの工事は非常に困難で、多額の費用がかかることが予測さ

れます。地形や建物の配置状況などでは１メーター当たりの事業費が大幅に変動いたします。

そして、県道との協議も必要になり、現在詳細な設計も行っていませんので詳しい費用は分か

りませんが、いずれにしてもかなり高額な事業費になることが課題になると思います。 

 以上でございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 那智山全地区でやるっていうのはもう非常に難しいと思うんですよね。世

界遺産の登録もあって、地形的にも難しい点もあると思うんですけども、参詣道とか、表参道

ですよね、大事なところ、それから那智山観光センターから滝前に至る県道の主要道路、ここ

らあたりは県と連携してこれをやっていくという決意が今必要なんじゃないんでしょうか。

20周年を機会として、これは何年かかってもいいからこれをやっていくんだという、実現する

んだという気持ちはございませんか。ぜひ、これは町長のお考えをお伺いしたいんですが、お
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願いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 那智山に限らず、景観というのは、できる限り来ていただいた方に喜ん

でいただけるような景観が必要ではないかなと思います。そこでは、やっぱり地域の方々の御

意見も重要でございますので、そういった方々の御意見を聞きながら、できるところから実施

をしていければいいんではないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 無電柱化の補助金も何か最近いろいろ変わってるみたいなんですね。観光

地におけるこの電柱の地中化など、景観改善の施策として取り組んでいるところも多数あると

思います。これは町だけでできるもんじゃないですし、無電柱化の推進計画みたいなのも立て

て取り組んでいかなければならないのかと思います。きっと気持ちは同じであると思っており

ますので、どうか御検討をいただきたいと思います。 

 次に、那智山の関係で、多くの人が行き来する那智山の表参道、登るのは大変なんですけど

も、最終目的地を前にして一番いいところなんですよね。県道のこの和か屋のとこから大社ま

での坂道なんですけども、土産物店なんですけども、ちょうど私たちが歩いたときには平日の

ために閉まっているところがありました。ここはやっぱり若い人の力も借りて、この土産物店

とか休憩所、飲食店、もっと魅力のあるものにできないかと思いました。今のこの現状、状況

について町はどのようにお考えなのかどうか、町として何か支援する、応援する方法ってのは

ないのかどうか、その点をお伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 観光企画課長畑下君。 

○観光企画課長（畑下貴幸君） お答えします。 

 議員御指摘のとおり、表参道の通りは幾つか空き店舗があります。私も先日、平日だったん

ですが、現地のほうを見てまいりました。その中でも、平日だけれども人が途切れないよう

な、お客さんが来ていたことについては、やはりこの世界遺産が認められてる部分だなという

ところも再認識したところです。空いてる店舗もありましたので、少しお話を聞かせていただ

くと、もちろん以前から閉まってるところもあるんですけれども、何軒かはコロナウイルスの

流行によって閉めたところもあるよというようなお話もお聞きしました。今後、観光動態も気

にしておりますが、観光客は増えて、回復しておりますので、これを契機に事業者さんには再

開いただくなり、また新規の方が参入いただけるということに期待をしているところでありま

す。 

 町としましては、空き店舗改修補助金というのがありまして、こちらのほうは、今現在はも

う全町で対応、申請可能となっておりますので、そういうものも使っていただければなと思い

ますし、またその空き店舗の中で体験観光とかも活用を御検討されていただく場合は、体験観

光事業者スタートアップ支援事業補助金というのもありますので、こちらのほうを使っていた

だきながら、また表参道のにぎわいにつながっていければと考えております。 
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 以上です。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） ちょうどこの那智山の地元の方とか商店街の方とお話をしましたかと聞こ

うと思ったんですけど、ちょっと聞いていただいたということなんで、ありがとうございま

す。 

 まさに今、空き店舗の活用、勝浦とかを中心にして今までやってきたんですけども、この那

智山の参道というところはやはり特別な場所であって、一番町の中でもにぎわうところで、自

分らはただ単にもう坂道で上がっていくのが大変やとしか認識してないんですけども、やはり

ここを楽しみにして、どこの観光地や有名なところを行ったとしても、ここを楽しみに、そう

いう人のにぎわいのあるところを楽しみにやっぱり来ているっていうところがありますので、

あそこがやっぱり重要な場所なのかなと思います。ですから、若い人の力も借りて、できたら

やっていきたいんですけど、私は本当は、あそこは那智の水とラムネを冷やして皆さんで楽し

んでいただく場所に、20周年に合わせてしていきたかったんですけども、この昔ながらの土産

物店と若い人の力を借りて、できれば活性化をしていきたい。聞きますと、外国の方はこのお

店に座ると長くて、店の回転率があまりよくないそうなんですよね。休日等では那智山へ来て

も食事や休憩するとこが少なくて、せっかくのお客さんを逃しているというふうな状況らしい

です。そういう話を聞きました。あんまり外国の人ばっかに特化するというのもどうかと思う

んですが、それでも今は関西万博もあって、情報発信の力を借りて、これから来られる外国の

方を、お客さんを呼ぶ、これ今チャンスであると思います。おもてなしの気持ちが伝わるよう

に町を活性化していきたい。一方、先日地方新聞にも載っていたんですけども、那智山区では

美化清掃活動を今力を入れてやっている。原点に戻り参拝客の目線で整備をしていく、積極的

に行っているということでありました。このような地道な活動が大切かと思います。また、多

くの外国の方がバス待ちをしている、そこへのベンチ、こういうのも必要じゃないかという、

そういうふうな配慮が、細やかな配慮がおもてなしの気持ちを産んでいるものだと思っており

ます。 

 もう一点申し上げたいのは、その大門坂を登りきったとこからもとの熊野交通、今熊野御坊

南海バスですかね、この那智山観光センターまでの間なんですけども、ここは体験博が開催さ

れたことから私はずっと気になっていたんですけども、この所有者の会社の方の協力も得て、

もう少しこうちょっとふさわしいものに変えていく必要があるんやないかと思うんです。こ

れ、目隠しも必要なんですけども、一部やっぱちょっと壁みたいなものをこしらえて。せっか

く安倍晴明の石材もありますんで、安倍晴明の当地域での由来、今ちょうど大河なんかでもや

ってますけども、ここで紹介する場所をつくっていってもいいんじゃないかと思うんですけ

ど、この場所の改修について考えたことがありますか。どうかお伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 観光企画課長畑下君。 

○観光企画課長（畑下貴幸君） 議員御指摘のとおり、大門坂を上がったところからお土産物、表

参道へつながるところの道の箇所かと思いますが、一部景観的にもふさわしくないのかなとい
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う箇所があります。おっしゃるとおり、民有地であるんですけれども、ただ一部囲いをつくっ

てもらってるような箇所が見受けられましたので、今後その辺を意識されているのか、今後そ

ういう整備をしてもらえるのか、一つは確認しつつ、今後もやはり気になる景観の部分につい

ても改善できるような協力をお願いしていきたいと思っております。 

 そちらの箇所については、うちのほうから報告させてもらいます。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） 教育次長中村君。 

○教育次長（中村 崇君） 安倍晴明の関連する御紹介というところでございますけども、教育委

員会といたしましては、現在対象となる石材が配置されている場所に、地元区、それから施設

を所有する企業様と連名で、旧史跡晴明橋の石材というタイトルで案内板を設置しているとこ

ろでございます。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 20周年でせっかくの、来年大阪万博もありまして、せっかくのこの機会で

すんで、取りあえずちょっと何か必要じゃないかと思います。これについてはちょっと急い

で、ちょっと所有者の方ともお話しして御協力をいただけるようにお願いしたいと思います。 

 一応、難しいとは思うんですけど、安倍晴明となると、やはり大社とか寺とか、それから所

有者の会社の理解も当然必要なんですけども、いっそのこと私は会社の理解を得て観光センタ

ーを、安倍晴明館とでも称してもらって、今商工会のほうでアニメのデザイン、安倍晴明のデ

ザイン、アニメデザインがあるらしいんですけども、そちらも活用させていただいて、若い人

向けにちょっとリニューアルしても面白いじゃないかと思うんですね。その点いかがでしょう

か。お伺いをいたします。 

○議長（曽根和仁君） 観光企画課長畑下君。 

○観光企画課長（畑下貴幸君） 大河とかでも安倍晴明が話題になっている、それからアニメの中

でも大変人気だということは聞いております。いろんな今の推しみたいな中では人気のあるキ

ャラクターだと思うんですが、民間の会社でありますので、その辺、まずは景観のほうを依頼

しつつ、そういう斬新なアイデアもないのか、その辺は雑談の中ででもちょっと、ここででき

ればとは思っておりますが、いいものは活用してもらえればなと思っております。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 雑談の中で大いに話をさせていただきたいと思います。 

 このような歴史を背景とした那智山地区のこのブラッシュアップ、構想がこれは必要だと思

うんですよね。先日のデジタルノマド、ちょうど那智山のことが、場所はなかったんですけ

ど、熊野那智の風景を窓口としてこれを誘致していく。例えば、尊勝院、今は信徒会館です

か、あそこなんかであったら、そういう形で誘致をしても、デジタルノマドの誘致をしても面

白いんじゃないかと思うんですよね。また、ゼロカーボンの観点から、私はずっと前から、こ

の那智山地区で小型の電気の乗合バス、那智山観光の中では動線がどうしても途切れがちなり
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ますんで、そこをそういう電気のバスか何かを導入して走らせないのかなと思ったりもしてお

ります。 

 本町の観光の原点である熊野那智、那智山の振興についていろいろ提案をさせていただいた

んですけども、これにつきまして最後に町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（曽根和仁君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 観光に対する考えということでよろしいんでしょうか。 

 私は、那智山はもちろん熊野信仰の、那智の滝なんかは熊野信仰の象徴だと思ってますし、

那智山も中心に、あるいは那智勝浦全体で地域の方々が浜掃除をしたり、花を植えていただい

たり、本当にお客さんに喜んでいただけるような、そんな地域づくりもしていただいておりま

すので、そういった方々が一緒になって来てよかったなと思えるような観光地にしていく必要

があるんじゃないかなというふうに思って様々な事業をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本君。 

○３番（城本和男君） 以上で一般質問のほうを終わらせていただきます。ありがとうございま

す。 

○議長（曽根和仁君） ３番城本議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。再開13時30分。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              11時55分 休憩 

〔３番城本和男議長席に着く〕 

              13時29分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○副議長（城本和男君） 再開します。 

 次に、５番藤社議員の一般質問を許可します。 

 ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） では、通告に従いまして、５番、一般質問を始めさせていただきます。 

 まず、１つ目の健康ポイント事業で健康増進や社会参加を。 

 この質問については、既に令和３年９月にフレイル予防や中・高年の健康保持にもつながる

町民対象の施策をといったテーマで質問させていただいております。そのときも、奈良県の田

原本町の取組や、近隣の人口ベースが近いということもあって紀宝町のみらい健康マイレージ

の取組などを紹介させていただきました。 

 そのときの町長の答弁は、先進的な取組とか全国の事例なんかを参考にしまして、そういっ

たことも検討してまいりたいと考えるというものでしたが、前々年度、前年度と福祉課でもウ

オーキングを推進するインセンティブ、つまり対価のある事業を展開していただきました。そ

の件についてですが、今年度はどうなんでしょうか、またこの事業のよかった点、問題点、課

題ですね、そういったものも出てきて、あると思うんですけれども、どのようなものがありま
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した。お願いします。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えさせていただきます。 

 ポイント事業につきましては、以前より議員から御提案いただいているところでございま

す。 

 随時検討はしてきておりますが、現状、先ほど言われましたように、ウオーキング事業とか

健康イベント等において参加を促す策といたしまして、景品という現物支給で実施していると

ころでございます。 

 そして、またウオーキング事業についてなんですけども、令和４年度と５年度と実施してご

ざいます。１年目は３か月間実施いたしまして、月平均で99名の参加をいただいております。

２年目は、運動習慣を身につけるということで、６か月に広げて実施いたしました。月平均で

79名の参加となってございます。一定の効果はあったものと考えておりますが、参加者の減少

が結果となり、現時点では存続も含め見直し等を検討しているところでございます。 

 課題といたしましては、どんな事業でも言えるんですけども、やはり同じ方の参加が多いと

いうことで、新しい方の参加促進ということが大きな課題になっておりまして、福祉課といた

しましても常々協議しておりまして、そこを目的に取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） そうですか、ポイント事業という、このインセンティブつきの運動習慣、

一般質問でしたこともあって常々物すごく気にかかってるんで、この事業にも注目していたん

ですが、委員会の報告なども聞いた上で、こちらからの提案もさせてもらったことがありま

す。 

 この事業、対価の内容がもっと町民の方々に魅力のあるっていうか、欲しくなるような、前

にも言うたように商品券だったら地元の経済にも寄与するようなものになると思えるんやけ

ど、それは個人的な考えなんで、このウオーキング事業についてもちょっと担当者に感想など

を聞くと、参加している本人たちは物ではないんやと、インセンティブではないと、参加して

達成感、目標達成したことに喜びを持っているので、商品はさほど関係ないように思いました

というようなお答えもあったので、私が言いやる魅力のあるものとか、何にでも使える商品券

とか、ええんやよっていうようなのとはちょっと違う感想も受けたので、何がいいかっていう

のは私自身もちょっと分かりかねるところはあるんですが、でもたまる喜びっていうのは、や

はり私も買物なんかでもポイントをためるんですけど、何か達成感や喜びがあったりしますの

で、より何にもしてない人がこういうものに参加するきっかけになるのでないかっていうのを

思ったりします。 

 たしか県のほうも健康アプリ、きいちゃん健康ポイント、この事業をしていたと思うんです

けど、これは終わったと聞いております。理由など当町で情報を持っていますでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 
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○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 

 和歌山県の健康づくり運動ポイント事業についてでございます。以前、１つの福祉課のスタ

ンスといたしまして、これはもう年度末で終了となったわけですけども、この県が実施してい

る和歌山県のポイント事業、そちらを御利用いただくよう当初宣伝を大きくして、そういうお

願いしていた経緯がございます。これが５年度末で終了ということになっておるんですけど

も、その理由等についてお尋ねがありました。一応、県からの説明がございまして、その終了

する理由といたしましては、近年身体活動が計測できるウエアラブルデバイス、ちょっとこれ

は難しいんですけども、歩数や移動距離によって獲得したポイント等を電子マネー等に交換で

きる民間のアプリケーションが多く普及してきたことから、行政として一定の役割を終え、終

了したと判断したためというふうに、ちょっと難しくて、実際ちょっとどうなのかなっちゅう

のもあるんですけども、そういった説明、資料をいただいております。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 代わるものが出てきたという判断だったと思うんですが、私も３年前に実

はこのきいちゃんポイント、結構ポイント入れました。入れましたが、もともとスマホの扱い

が不得手なので、もうすぐしなくなりました。全国的に見てもアプリというところも多いで

す。和歌山県では有田市と海南市が、この健康ポイントはアプリです。栃木県の宇都宮では、

このアプリと並行して紙の活動記録表、どちらでもいいよという選択できるようにもなってお

ります。あと、先ほど、前段紹介してた奈良県の田原本町ではカード、私らＡコープとかで買

物するときに入れるカードリーダーとカードで取扱いとなっております。近隣の自治体もここ

何年かでどんどんこの事業を取り入れてきてるんです。串本町、古座川町、新宮市はもちろ

ん、紀宝町はもう前段紹介したように長いので、どんどん拡充されてきてます。これ、全て紙

の記録表またはカードになっております。 

 やはり県下で、近隣の自治体で取組始めているので、その根拠っていうか数字的なものをお

聞きしたいんですが、まず介護認定率、これは介護保険の第１号被保険者のうち要支援、要介

護の認定を受けた割合やと思うんです。これはきいちゃんの健康ポイントを導入する県の根拠

になったんです。というのは、2014年、この年に和歌山県はワーストワンになりました、認定

率。今現在では、2022年のデータでは秋田県がワーストワンで、和歌山県はちょっと改善され

たのか２位になりました。健康寿命ランキングですが、2019年のデータでは男性は和歌山県は

全国31位、女性は30位となっています。このデータは検索してくれたら出てきます。 

 じゃあ、那智勝浦町もこれに近い状態か、それより多分悪いぐらいのところの位置にあると

思うんですけど、特定健診の受診率について教えてください。和歌山県の受診率、当町の受診

率、全国的にはよいのか悪いのか、教えてください。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 今、数字がすぐ出てないということで、私が検索した状態の中で、令和元

年48.8％で和歌山県30位となっております。那智勝浦町もそれに近いものであるので思うんで
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すが、この健康ポイント事業の取組は、各自治体のこの受診率向上いうのが一番の目的やと思

うんですけど、どうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えさせていただきます。 

 先ほどちょっとお話しさせていただいたんですけども、ポイント事業の福祉課で考える目的

っていうことは、新規の参加者です。体操教室にしろ健康イベントにしろ検診受診にしろ、新

しい方を取り入れて検診率を上げるというのが我々の一番の目的として考えてございます。 

 そういった中で、ポイント事業につきましても、実施するに当たってはなかなか新しい方

の、もちろんゼロではない、その効果はゼロではないと思うんですけども、なかなかこの新規

の方を取り入れるっていう意味では、強いインセンティブにはちょっとなりにくいのかなと思

っております。正直言いましたら、既存の、いつも参加していただける方々の特典であって、

楽しみであって、そういった方たちが活発に参加していただける、そういう目的であれば効果

があろうかと思っております。ただ、我々の目的であります新規の方の取り込みっていう意味

ではなかなかちょっと難しいように考えておりまして、その辺の策、一ひねり、二ひねりある

策をいろいろ考えて、その辺をちょっと盛り込めれば、ぜひこのポイント事業等もやっていき

たいと思っておりますし、今課内ではそういう皆さんの、職員の考えを持って協議していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） ほかの自治体もそうなんですが、やっぱ受診率の向上とか、健康寿命の延

命とか、そういうことを期待してやはりこの事業を取り入れてるところが多いです。 

 ただ、最近の傾向としては、20代というか、20歳からというところもかなり出てきました。

だから、私はすごく社会参加を促すとか、町がやってくれやる事業を知ってもらうとか、そう

いうツールにも使えないかなと思いまして、子育て支援センターに来ていただいてる親御さん

とか、ベビーマッサージとかを町でしてくれやる事業なんかにも参加したらとか、やっぱりそ

の若い方々のとかね。今は島田さんが夜の体操教室などもしてくれてまして、やはり若い方

の、今まで働いてて出られなかった人の層も参加されていますし、それこそ雪まつりに参加し

たらポイントとか、何かこう、いろいろ皆でする、社会参加するようなものに対しても多少の

ポイントはつけて、そこへ社会参加や地域参加に促す状態にしたら私はいいと思うんですよ。

ボランティアとか、地域のサロンとか、認知症サポーター講座に出るとか、やはりいろんな方

法を混ぜた上で、若い方の参加も促せられるんではないかなとは思うんですけど、これが全て

のものにポイントをつけるからって出てくるとかは限らないんですけれど、そういう方も、私

みたいなポイントたまるのに達成感のある方もいらっしゃいますので、そういうことがきっか

けになって地域を、町を知っていただくツールになればなと思ったりもします。健康教室が、

健康体操はもちろんそうなんですけれども、さっき言いましたような社会参加を促すようなも

のを対象にして、いつまでも地域と共にという、そういう道具にしていただければ、そのため
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にも魅力のあるインセンティブっていうか、対価、私もちょっと新宮とか串本とか、いろいろ

今回始まったところも調べてあるんですけど、やはりある程度初期投資いうか、ある程度景品

は少し、まず参加賞はもらえるような形に絶対するとか、その中で、どこでもしてあるんです

けど、抽せんでいいものが当たると、期待感、こんな方法をそれぞれしております。各自治体

の実例とか実績とか効果なども、多分いろんなところのデータも出てきておりますので、ぜひ

参考にしていただいて、初期投資に要るアプリとか、ほんでカードリーダーが要るようなも

の、こういうものは確かに後々のことを考えると物すごくいいんですけれども、今する、した

いって、このやりたいことに関してはもうそこまで行かないで、ほかの自治体がやりやるよう

な紙ベースの対応からしても私はいいと思うんですよ。それよりも、対価のほうにちょっと魅

力のあるものを用意していただければ、何かそれを楽しみに始める方もいらっしゃるのかなと

思ったりもします。それに対してどうでしょうか。若い世代の参加も促したいって多分課長も

思っておられると思うんですけども、どうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） 議員の話の中で島田トレーナーの話がございました。少しお話しさせ

ていただきたいんですけども、本年度に福祉課にスポーツトレーナーが配置されております。

健康教室の実施など、町が独自に工夫しながら直営できるという、近隣市町にはないすばらし

い特色がございます。そこをしっかりと取り組んでいきたいと考えております。 

 令和５年度の実績では、オンラインプログラム教室であるとか、いきいき健康体操教室など

を開催いたしました。多岐にわたって指導に携わりまして、年間222回、2,176名の方に参加い

ただいております。今後はどういった教室の内容が効果的であるのか、またなちかつストレッ

チの普及であるとか、一方で運動習慣のある方、これもやはり大体同じような方が多いんで

す、そういう方につきましては、自立して継続してもらう方法等について今検討しておりま

す。そして、また健康を絡めた多世代間交流、そういったイベント等も、そういった取組も今

考えているところでございます。 

 議員おっしゃいますように、健康教室であったり、健診であったり、全てに……。失礼しま

した。 

 ポイント事業を実施するに当たりましては、健康関連に特化して実施する方法もあるんです

けども、議員おっしゃいますように、様々な社会参加というものも含めて実施するほうがより

効果的であると認識しております。やっていくというのであれば、スポーツトレーナーの教

室、そういったところに、例えばですけども、若い方が参加していただけるっていう部分には

ポイントアップするとか、そんなんも面白いかと思います。そういったことも今後福祉課で協

議しながら、まあまあ検討はしてみたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 本当に町がしていただきやるスポーツ関連の健康教室等とか、体育文化会

館のジムの整備とか、本当に他町らから羨ましがられるぐらいに、私もすごくいいねって言っ
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てくれるようなんで、もちろんそれは大事にしつつ、それは伸ばしていただく、それが大事、

そこが大事なんですけども、それに対してやはりもっと参加を促すような一つのツールにこれ

がなればということを期待しております。 

 それを聞いた上で、町長、御意見を、お考えをお聞かせください。 

○副議長（城本和男君） 町長堀君。 

○町長（堀 順一郎君） 健康増進と社会参加を促すっていう御質問だと思います。 

 先ほど福祉課長からもお話しさせてもらったように、スポーツインストラクターも配置をし

まして様々な取組をしてます。その中で、若い方が若い時分から運動にいそしむというような

ことなんかもしておりますし、町としてはそういった社会参加とか健康増進に行きやすいよう

なハード整備も必要だと思っておりました。そんなことで、例えば木戸浦を緑化をしたり、体

育文化会館にストレッチマシンと筋トレマシンも新しくしましたし、あっちこっちの公園を緑

化したり、それは地域の方々と一緒になって緑化をしたりというようなことで、そういうこと

に参加することによって健康増進もできますし、社会参加も可能になるんだろうと思います。 

 やっぱり、那智勝浦町にいらっしゃる限りはいつまでも元気で、子供は健やかに育ってほし

いっていうことで、特に多世代間の交流を進めていきたいということで、また体育文化会館、

もう少し公園化をしていきたいと思ってますので、そういったことでのハード整備をしますけ

れども、議員おっしゃるように、何かインセンティブというか、あれば余計にいいんだろうと

思うんですけども、どういった方法がいいのかっていうようなことは以前から研究しておりま

して、その中でポイント制度っていうのもあるのかもしれません。ですから、今後いろいろ検

討して、研究をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 私としましては、これを提案した限りはそれを期待して、委員会のほうか

らでもまた言わさせてもらいます。ぜひ、取り入れていただけるようにお願いします。 

 ２番目の当町の無縁遺体の実情はということで、私がこの問題に触れましたのは、もう本当

に心に針が刺さったような、心が痛いというんかな、でもどうしようもない問題として関わり

だしたのは、自身がやはり介護の仕事をしているときでした。お世話している方が亡くなっ

て、子供さんがおられるっていうんですけど、その方が、私たちが出入りしやる何年もの間、

一度もお見かけしたこともなく、利用者さんのほうも触れることもなく、そういう方が亡くな

ったときに、葬儀と埋葬の手続を介護事務所やらケアマネが担当してするという。大体の方は

幸い御自身のお金でそういう手続もされやることがほとんどなんですけど、あの仕事をしてい

るとそういう事例が幾つもありました。実は、ごく最近ですが、私が相談に乗っていた知り合

いが孤独死しまして、お一人で知らないうちに亡くなって、その方も子供さんが引取りを拒否

していると聞きました。ここ最近なんですけど、全国紙でこういう無縁遺体のことをたくさん

何か取り上げられてきました。私は見てないんですけど、テレビでも幾つか放送あったみたい

です。 
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 この新聞社では、22年度までの５年間の無縁遺体の年度別人数は、これは自治体向けのアン

ケートの回答なんですけど、18年度では8,800人、22年度では１万1,600人、５年間で32％も増

えているんだと。名古屋市に至っては80％、札幌市では65％、千葉では46％。ただ、厚労省の

人口動態統計では、18年から22年度の死亡者数は15％しか増加していないので、この32％とい

うのも圧倒的な数字なんですね。死者数が増えるペースをはるかに上回るペースで無縁遺体が

増えているんです。この独居の高齢者が増え、もうこれは社会問題というか、社会や家族の在

り方がとにかく多様化している、それが原因やと思うんですけど、先ほど私が経験しましたよ

うなことが当町の事例でもあると思います。当町の無縁遺体、もちろん火葬にはなると思うん

ですが、その費用は、これは自治体負担ですか。年間の事例件数と増加傾向があるかどうか、

ちょっと教えていただけますか。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 

 無縁遺体の本町の状況についてでございます。先ほどおっしゃいましたように、全国的な話

なんですけども、高齢化や単身化などから葬儀や遺品整理など、家族や親族が担ってきた役割

を果たす人がいない、すなわち引取り手がいない高齢者が増える傾向にあります。ただ、本町

はまだ小さな町ですので、昨年度、５年度では一応４件ございました。いずれも身寄りのない

方、もしくは身内が遠方で、高齢のため引取りができない、拒否された方でございました。福

祉課で火葬等を手配し、お骨は町内のお寺で納骨しております。費用につきましてですけど

も、本人さん、そういったことで置いていただいてる場合もあるんですけども、もうない場合

は公費で負担ということになります。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 本当に最近では、旅行先で亡くなったとか、よくある認知症の方が徘回し

た上で、たどり着いたところで身元不明とかというのももう社会問題化されていますけれど

も、圧倒的にやはり身元が分かった上で遺族の引取り手がないというケースが、やはり当町で

も今のあれでは多いと聞きました。先ほど自分の費用か自治体の費用かとおっしゃいましたけ

ど、自治体にはそれを火葬する義務があり、そこの自治体の管理されている納骨堂に納めるの

が普通というようなことを聞いております。当町には無縁納骨堂はあるんでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 住民課長太田君。 

○住民課長（太田貴郎君） 当町では、町の納骨堂というのはありません。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） ないということでした。 

 費用があれば火葬も、その方の埋葬というか、納骨もその方のお金でされると思うんですけ

ど、費用がなかったら自治体負担で、そういうふうな最終的なところに行くと思うんだけど、

町では納骨堂はないということでしたら、今一体どちらのほうに納められてるんでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 



－141－ 

○福祉課長（仲 紀彦君） 納骨堂がないということで、ちょっと匿名ではある、ちょっと名称は

あれなんですけども、町内のお寺ですね、そちらにちょっとお願いして、もう以前からずっと

そちらのほうで納骨いただいてございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 自治体負担になるようなこういう取扱いは、行旅病人及行旅死亡人取扱法

というらしいんですけど、それに基づき自治体が火葬と埋葬をすることが定められております

ので、これは当然すべきことやと思います。ただ、先ほど聞きましたら、町の納骨堂もないと

いうことで、１宗教法人さんのほうで面倒見てもらってるっていうことをお聞きしました。果

たしてそれでいいのかっていうのをここで議論すべきことではないんですけれども、ただこれ

は本当に誰にでも起こり得ることで、この親族の引取り拒否、その実数というのが、やはり全

国的にも、田舎の地域でもやっぱり増えている中で、これからちょっと考えていかねばならな

い問題やと思うんですよ。 

 そういうこともあって、いろんな自治体で対策に乗り出していってる事例が出てきました。

この各自治体で始まっている終活支援事業という、もう名前のとおりです、無縁遺骨にならな

いために今できる対策とか、なぜ無縁遺骨になってしまうのかを確認し、自身で死後のことを

考えてもらうということを自治体が促し、サポートするというものです。もちろん、遺言や死

後事務委任契約や生前契約等、もういろんな法律的なものを入れますと、本当にたくさんある

ようです。これを元気なうちに、このエンディングサポートを、この終活の相談を実行するた

めの支援を、自分自身が元気なうちに、自分がどうしたいのかを書面でまとめておく、これが

有効だそうです。これ、唯一かなとも思ったりもするんですけど、市販でエンディングノー

ト、こういうのも売られています。終活という言葉が以前ほど、自分自身でそのことを語って

も抵抗を感じる人が少なくなっています。むしろ、自分のために準備をしておかないとと考え

る人も多くなっているように思います。これなんですけど、新宮市の地域保健課地域包括推進

係が出しています。これは無料で希望者に配るんですけれども、エンディングノートです。こ

れで相談を受けるきっかけになったり、相談窓口を設置したり、相談するところがポイントで

分かるわけなんですよね。 

 こちらからも、このノートを紹介して、相談者に書いてもらったら提案しやすくなるという

一つのメリットもあります。やっぱり、お一人でお住まわれている方、自分の死後の心配をさ

れている方、まだ介護とか受けてられる方は福祉のほうが関わったりとかしてるんでそういう

ことが少ないんですけど、元気でそういうことにも関わってない方ほど、やはり今どうすべき

か悩んだり、相談に乗ってもらいたいと考えてると思うんですよ。 

 この問題、当町でも少しでも準備して、これは取組が必要な時期にもう来てるように思うん

ですけれども、このことについて今考えられる対策などありましたら聞かせてください。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 
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 今後、高齢化が進みまして単身世帯も増加してまいります。無縁遺体になる可能性の高い方

として、特に福祉課で注意してる部分が、生保の方、身寄りのない場合が多いです。また、親

族と疎遠になっている場合が多くございます。 

 福祉課としましても、この間もあったんですけども、休日にってあったんですけども、急に

亡くなられて対応にばたばたするということがございます。今後、やり方としてしっかりした

ものはないんですが、今後はその本人にできるだけきちんとお話をした上で、議員おっしゃっ

ていただいたように、例えばですけども、親族の状況であるとか、キーパーソンの確認である

とか、あと終活の準備もそうですし、あと後見人の設置なども含めて、生前のうちに相談に乗

って、できるだけ整理しておいたほうが、そういった急なときになってもばたばたすることも

なく対応できますので、福祉課内でもそういったことが必要やねということで話をさせてもら

っているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 本当に元気なうちにというか、皆さんが不安持ってられて、相談したいこ

とも何もまとまらない中で、こういうこのノート、本当にうまくできています。御自身が書い

てくださいっていうことで書くんですけれども、どうしても字が書けない人は書き取りで、こ

れさえあれば相談に乗るきっかけにもなるようにも思います。アンケートなんかも入っており

ます。 

 こういう他自治体の取組なども参考にして、やはり１件でも、１人でも不安を持ってられる

方、最後の最後に自治体っていうのは本当につらいと思いますけれども、そういう方のために

も、やはりしっかりエンディングサポートの相談窓口とか、電話対応のできる職員というか、

コーディネートしてくれる部署、こちらのほうもちゃんと考えていただきたいなと。この人に

言うたら分かるんやよというような、やっぱそういうちょっと法律的なこともかなりありま

す。そういうこともちゃんと分かって対応していただきたいと思います。 

 次、防災を進める中で当町の取組はということで、次の通告を、用意したものをお願いしま

す。 

 県のわかやま防災力パワーアップ補助金の対象が拡充、かなりされてたと聞きました。当町

の利用状況はどうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） お答えします。 

 当町では、次の事業をパワーアップ補助金対象事業として予算化し、進めているところでご

ざいます。１つ目としまして、自主防災組織による避難路整備支援事業、２つ目として、避難

誘導看板設置事業、３つ目として、ブロック塀の撤去等耐震化促進事業、４つ目といたしまし

て、家具類等転倒防止対策支援事業、５つ目としまして、感震ブレーカー設置事業、６つ目と

しまして、防災資機材整備事業、これにつきましては、災害時に備え、トイレセット、簡易ト

イレと簡易テントになりますが、それと処理剤を整備するものでございます。以上の６点につ
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いて実施しているところでございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 最初の５つは従来、たしか使っていたものと思うんですけど、最後の防災

資機材、説明のとおり簡易トイレと簡易テントと処理剤ということですが、この防災資材の整

備事業で新たに増やしたものの内容と量、それとどこに保管されているか、保管する予定か分

かりますでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） これは今年度予算で、今から整備するものでございますので、これか

らになりますが、事業費予算額としましては476万2,000円を予定してございます。その主な配

置場所ですけども、基本的には基幹となる避難所が中心となって整備する予定としてございま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） トイレ、絶対大事なので、本当に整備していただくのは必須なんですけ

ど、これは通告もしてるんですけども、拡充対象にドローンの購入や操縦資格取得の費用、井

戸の整備等なども拡充されてるんです。もう締切り過ぎてしまったんで、今年度は、多分今の

６つなんで、してないと思うんですけど、こちらの部分を強化するというような町の対策とか

ありますでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） お答えいたします。 

 和歌山県では、ドローンの購入費や操縦技能等の習得に要する費用等を補助対象とする、ド

ローンを活用した防災・減災対策補助金を創設しております。これは令和６年５月29日の施行

となってございます。 

 本町では、現在の整備状況でございますけども、令和４年度にドローンを１台購入してお

り、これまでの実績といたしましては、火災現場、それから工事用地の空撮、広報用写真の撮

影等を行っております。 

 また、ドローン操縦者につきましては、国交省に操縦者として９名を登録してございます。 

 また、今年度消防においてドローンを新たに１台導入予定でございます。 

 そして、操縦者の養成につきましても、今後進めていく予定としてございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 井戸の整備についてお伺いしたいですけど、町内、現在井戸の状況、もち

ろん場所もそうですけど、何か所ぐらいかとか、それは使用できるのか、できないのか、使用

しているか、それについて町は把握してるんでしょうか。お願いします。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 町内の井戸の状況でございます。 
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 これは10年以上前の調査の実績になりますが、井戸といたしまして把握してございますの

が、全体で311基ございます。そのうち、未利用であったり使用不能である井戸もございます

が、使用不能としてその中で28基が不能ということになってございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 10年前の実績ということなんで、多分県が井戸の、防災を井戸に使うとい

うことで各自治体に調査要請したときがあると聞いております。そのときの取りまとめた資料

なんではないだろうかと思うんですが、10年以上それから進展がないと考えますが、でも県下

の各自治体、結構この災害時協力井戸登録、これを行ってるんです。もちろん相手は民間のと

ころというか、一般の方が多いんですけど、その中で印南が県下で初めて災害時協力井戸支援

補助金制度を2024年３月に発表しております。大体が電動のくみ上げ式ポンプになってるんで

すが、この補助金に関しては、手押し式ポンプの設置と水質検査の費用を補助するというもの

です。その前からここには災害時の協力井戸が19か所あったんですが、ほとんどが電気という

ことで、今回この補助を使って停電時でも活用できる手押しポンプの交換を促すという、それ

とともにやっぱ補助金を使って、今までは登録に至ってないけれども、登録して、こちらが費

用を出しますのでっていう狙いもあると思うんですよ。 

 この各自治体が井戸を防災対策にと組み入れているのか、当町でも町民に協力を仰いで、災

害時には災害時協力井戸登録をして、お願いして、制度の整備や印南のように必要性を考えて

補助もしくは水の確保、これ一つの、それこそツールやと思うんですけど、現状をしっかり把

握してほしいと思うんですよ。その点についてはどうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） まず、井戸の整備に関する補助金でございますけども、これは先ほど

議員からも御紹介がございました、わかやま防災力パワーアップ補助金の中に、地域防災拠点

等施設整備、このメニューの一つといたしまして、災害時の生活用水のための井戸の整備とい

う、これに要する費用が補助対象とされてございます。補助対象の代表的な事例としまして

は、井戸の整備費、それから民間井戸の水質検査費用が挙げられております。現在、町のほう

では、個人所有の井戸に関する水質検査費用などの補助は行ってはございませんけども、自主

防災組織において、地区の井戸を災害時に活用する目的であれば、くみ上げポンプの購入費用

等は補助対象としておるところでございます。 

 それと、井戸の調査がちょっと現時点で把握しているのが10年以上前のものでございまし

て、これは御指摘のとおり更新が必要と町のほうでも考えてございます。今後、改めて井戸の

状況を整理して、その中で災害時の生活用水の確保に努めてまいりたいと考えてございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 自主防に補助しているから、自主防のほうでちゃんと申請して、補助対象

になってるから申請して使ってくださいよっていうことやと思うんですけど、それであるなら

ば、本当に町が、本当に使える、役に立つ井戸を把握してないと、区任せというか自主防災任
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せで、そこだけは知ってるということになりますので、やっぱり総合的に使えるものを把握し

た上で対応すべきやと思うんで、今その10年前のデータっていうので、今回からはもうしっか

り、実際どこが使えるのか、区でどれだけ皆が管理しているのかもちゃんと調べていただい

て、実際災害時には使えるものを、やっぱり町も把握してるっていうことにしていただきたい

と思います。 

 次に、以前紀宝町で蓄電式の避難誘導灯の設置というのをこれは報道で知ったんですけれど

も、これは避難所に行く道しるべ、つまり現代版の稲むらの火やと、真っ暗な空間に、避難所

へ行くため、困難であるということは、もうこれは想像ができます。そういうときに、通常は

防犯灯、この蓄電設備はふだんは防犯灯にも使えるんで、減災力補助金などでこれは設置した

ようです。こういう取組は当町でもできると思うんですけども、設置実績とかありますでしょ

うか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 手元の資料で、今避難誘導灯に関する設置実績のものがございません

ので、それに関してはまた後ほど、もし資料があれば御紹介させていただきます。 

 そして、避難誘導灯ですけども、本町で設置したというものではございませんので、自主防

災組織がこれを整備する際に当町から補助金を、２分の１になりますが、施工費の２分の１

を、原材料費は10分の10ということで補助させていただいております。 

 これまでの実績につきましては、太陽光パネルにより蓄電して、夜間停電時でも点灯する避

難誘導灯ということで整備いただいてるところでございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） これもそれぞれの自主防災のほうでちゃんとやってるやろと、避難路整備

は。はい、私もちょっと小坂山でよく見かけるんですけど、階段の上がるところに蓄電器、太

陽光パネルの小っさいのがついた蓄電式のがついております。もちろん、そういうことはもう

大事なんですが、その中核避難所やタワーの周辺などに行く道路に埋め込み型の誘導灯、これ

は必要やと思うんですけど、これは夜の検証がないとちょっと、私もここで想像を巡らせて必

要や必要や言うても何か説得力がないですけど、この夜間実施するような訓練、これは町長も

考えていただいてるというような一般質問の答弁も過去にいただいております。この必要性を

鑑みて、検証して、やはり要るか要らんかっていうのも考えていただきたいんですけれども、

そういう点についてはどうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 避難誘導灯ですけども、当町でもその必要性については把握してござ

いまして、先ほど御紹介のありました紀宝町にも出向きまして、どのようなものが整備されて

るかというのを視察してございます。紀宝町の場合は、平常時商用電源で電力を供給、非常時

には内蔵された蓄電池から電力を供給するという方式でございました。当町としては、その太

陽光発電による蓄電方式のほうが、当町の整備するものとしてふさわしいのではないかという

ことで現在検討を行っているところでございます。 
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 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 検討を行ってるということで、ちょっと一安心なんですけど、私なんて近

くに築地の今度避難タワーができます。そこを何かやっぱり今の時間って結構明るいんですけ

ど、７時以降になって真っ暗になって、停電になったときのことをイメージするんですね。タ

ワーはちゃんとぴかぴかしやるんか、ちゃんとそこは分かると思うんですけど、そこへ行くま

での道が真っ暗な中で、特に観光客とか、ふだん私らは逃げるんやったらもう懐中電池とか持

って出かけられると思うんですけども、やはりそういうものを持ってない状態のときに起こっ

たときの、やはりそこへ行く、タワーへ行くまで、避難所に行くまでの手だてっていうのも少

し考えていただいたらなと。私が言うまでもなく、紀宝町にも見学に行って考えてるものがあ

るということなんで、安心しました。そちらのほうの、進めていただいたらと思います。 

 次に、耐震化向上のためのことなんですけど、当町の耐震化率を教えてください。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 町内の住宅の耐震化率ということでよろしいでしょうか。 

 2018年度の推計値を基に算出した耐震化率となります。約61％となってございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 私がネット、これもネットばっかりでごめんなさいね、調べたんですけ

ど、県の耐震化率が83％、これからちょっと耐震化率の補助を上げた田辺市が74％、それより

もはるかに下が当町の耐震化率ですね。昨年度の耐震改修補助の実績、これは少なくて不用額

も多かったということで議場でも質疑になっておりますが、今年輪島で起こったこの悲劇を教

訓として、やはり家屋倒壊による圧死、これがもう死亡率の原因第１位になっておりますの

で、このことを防ぐためにも、一件でも多い耐震化を考えてもらう上で、田辺市、今年は

116万円から150万円に上限を引き上げております。新宮市は何か上乗せということで、この補

助上限の引上げをお願いして、とにかく１件でも耐震化を進めていただきたいというのがある

んですけど、どうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 今、御紹介のありましたその新宮市は、一定の条件ございますけど

も、市の負担で補助額を最大30万円上乗せするということで事業を進められております。ま

た、田辺市につきましても、今年度より補助上限を引き上げるということで、両市にお伺いし

たところ、今年度の予定件数に既に達しているということでお伺いをしております。 

 当町では、今年度になりますが、先ほどございました能登半島地震、この影響が顕著に表れ

ておりまして、今年度では、例年の申請件数を大幅に超える申請件数となってございます。 

 その補助率の上乗せということですが、一概に補助がつくのを上乗せをしているからその実

施件数が多いとか、自己負担の方が多いと言えるわけではないということで考えてございます

けども、一定程度補助額上乗せの効果はあるものと推察されますので、今後施策を進めていく

中で検討していきたいと考えてございます。 
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○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 田辺市も国の補助プラス自分とこの持ち出し、結構、だから当町でももし

補助率を上げるんやったら持ち出しになるとは思うんですけど、今年に至ってはもう、やはり

能登半島の地震があって、やはりもうそれで危機感もあって増えてると思う。これ、喉元過ぎ

れば、やはり時間がたてば多分昨年度の数字に近づくと思うんですよ。金額じゃないんやとは

おっしゃってましたけど、私自身がもし考えて、30万円、40万円、ちょっとでも補助があっ

て、そこの部分を、自分自身が出さなあかんお金が少しでも軽減されるならば、ぜひ使わせて

もらってやりたいと、やっぱ考えるぐらいの金額やと思うんですよ、今回田辺が上がった金額

に関しても。やっぱその耐震化に対するこの機運が高まっている今やからこそ、１件でも実績

につながるようにぜひ検討をお願いしたいと思います。そちらのほうは、前向きにとおっしゃ

っていただきましたので、そのまま検討していただきたいと思います。 

 次に、ブロック塀等の撤去推進の取組、これは進んでいるんでしょうか。前回議場で避難路

を断たれる支障のあるブロックなどは地域の協力も得て所有者と交渉してはどうでしょうかと

お願いしたのですが、あの一般質問の後に当町より補助率の低い串本町でこの事業が本当にた

くさん使われていると聞きました。地元業者が熱心に営業しているようで、どんどん声がけし

て仕事を受けるんで進んでるんですっていうことなんですけど、それをうちの地元の業者に私

とか町が促すわけにもいきませんけれども、この昨年度の不用額を見てみますと、やはりこの

ブロック塀の補助も進んでないように思うんですが、どうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 御指摘のとおり、ブロック塀の取壊しの補助金に関しては、あまり実

績が出てございません。これにつきましては、串本町の場合は企業努力の一つとして事業者さ

んが取組をされているということも考えられますけども、当町ではそれをするということには

いきませんので、どのようなことが効果的か検証して、今後とも検討を続けたいと考えてござ

います。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） ほんまにそのとおりなんで、ただ前回のこの一般質問の議場でも、職員が

一生懸命、ここ危ないんやよっていうことで所有者に当たったり、そこが空き家の場合も多い

んですけども、交渉は重ねているというような答弁いただきました。もうここはどうしても危

ないんやよ、倒したいんやよっていうようなところあると思うんですよ、地域で。やはりその

ときも言うたんですけど、それこそ自主防災、地域の役員さんの力もお借りして、そこのポイ

ントポイント一つで絞って解決を一個一個してかんと、なかなか解決しやんように思います。

ぜひ、それをやっぱりしてもらわんと、やっぱりこの事業をする意味と、やはりこの避難路を

使えなくなるっていう、この災害時のことを考えますと、どんどんそちらのほうも、やはり職

員も大変でしょうが、進めていただきたいと思います。ぜひ、地域の協力を得ていただけたら

と思います。 

 次にですけど、備蓄の件です。 
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 備蓄の入替えっていうのは、これは数も多く、その数の管理と消費期限の管理などが大変や

と思うんですけれども、私などは訓練に参加したりすると期限近い備蓄品をいただいて帰った

りして、食べてみたりするんですけれども、これ、防災の日とか津波の日に学校とか介護施設

で利用していただいたりすることで自己啓発にならないでしょうかね。どうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） お答えいたします。 

 賞味期限が迫った備蓄食糧についてでございます。 

 先ほど議員から御紹介ありましたけども、防災訓練であったり、それから各種イベントの際

に期限の迫ったものにつきましては参加者の方に配布していただいて、実際に食べていただく

などして啓発に努めているところでございます。また、飲料水につきましても配布するほか、

生活用水として保管する場合もありますが、できるだけ無駄にならないように工夫していると

ころでございます。 

 今、御提案のありました学校施設、それから介護施設でございますけども、これ、御利用い

ただけるかどうかというところの確認ができておりませんので、また今後、そのあたり、利用

の可否について確認等してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 備蓄っていったらどうしても食料になるんですけど、そのほか、毛布とか

紙類、テントとかいろいろあると思うんですけど、私、この間新聞報道で毛布も消費期限があ

ると知りました。大阪などは、ほんまに大都市、大きいんで何万っていう毛布を処理せなあか

ん状態、入れ替えなあかん状態なんですけど、町の備蓄毛布はどれぐらいありますか。それ

と、どれぐらいたってますか。更新という予定はあるんでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 毛布の備蓄数量でございます。現在、1,866枚の備蓄となってござい

ます。そして、その買換え、使用期限ということでございますけども、使用していなくてもお

おむね10年程度での買換えが推奨されているところでございます。ただ、今のところ備蓄毛布

の更新につきましては予定はしておりません。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 紙製品や電気機器、蓄電池、発電機、私は前、プールの水を飲料水に変え

る機械っていうのも訓練のときに一緒に使った覚えがあるんですけど、もう多方面にわたると

思います。いざというときに、これ、使えるか使えないかというような管理はされています

か。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 賞味期限のある食料の備蓄もございますので、そういった際には他の

備蓄品の状況なども確認して、いざというときには使えるよう保管したいというふうに考えて
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ございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 先ほど言いましたテントの備蓄、あったと思うんですけど、実際訓練など

はできていますでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） テントにつきましては、現在町全体で500張りの備蓄を行っておりま

す。今年、６月２日、つい先日でございますけども、市野々地区での土砂災害防災訓練という

ものを実施いたしました。その際には、テントをはじめといたしまして、段ボールベッド、そ

れからパーティションなどを訓練参加者の方に実際に触れていただいて、いざというときに御

自身で準備することができるよう啓発に努めてございます。また、ほかの地区でも自主防災組

織が主体となって、津波避難訓練の際にテント設営の訓練を実施していただいているという事

例もございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 以前の質問でそういう備蓄品ですね、分散備蓄っていうのをお願いしてる

んですけど、やはり道路の寸断とか、そこの保管場所の被害とかを考えますと、やはりリスク

を分散しとくほうがいいと思う。それはできてますでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 総務課長田中君。 

○総務課長（田中逸雄君） 現在、その物資の備蓄についてでございますけども、やはり地震、津

波による道路の寸断ということも考慮いたしまして分散備蓄に努めているところでございま

す。食糧、飲料水につきましては、町内の中核避難所をはじめとする公共施設など20か所以上

に分散させております。また、毛布や簡易トイレなどは津波避難タワーの避難ステージにも保

管しております。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 津波避難タワーの上に上がれば多分津波警報が発令されて解除されるまで

半日、早くて半日、もしかしたら１日おらなあかんようなところです。毛布とか、さっき言う

た簡易トイレなんかの備蓄もそこにされているということなので、ちょっと安心しました。 

 防災に関しては、考える全てのことを想像し、想定して、それでもここまでしたんやってい

う安心感ってのはなかなか持てなく、終わらないと思います。これ、他町の取組なんですけ

ど、上富田町は、地元スーパーと発災時に備えておく品数などを店舗と具体的に取り決めて、

自治体でそろえなければならない３日分の一部、水と紙類でしたね、挙げてたのは。流通備蓄

というシステムを取り入れて、これはこの３月から始めてるそうです。ですから、そこのスー

パーはそれを持っといて、使わなければ売っていく。でも、常にその備蓄をちゃんと確保して

る。場所も確保され、節約できますし、消費期限の管理っていうことにも解放されます。こう

いう他町の、これは和歌山県下で初めてらしいんですけど、これ、有効なものであれば当町に
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もどんどん取り入れる。実際そうしていただいてるとは思いますけれども、ぜひ他自治体の取

組やらアイデアを取り入れて、どんどんこの防災備蓄、大変ですけど、進めていただきたいと

思います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○副議長（城本和男君） ５番藤社議員の一般質問を終結します。 

 休憩します。再開14時50分。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              14時38分 休憩 

              14時50分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○副議長（城本和男君） 再開します。 

 次に、11番勝山議員の一般質問を許可します。 

 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） 通告に従いまして一般質問させていただきます。 

 先月なんですけども、私が住んでいる地区の溝の掃除が行われました。私もほんの少しです

けどもお手伝いさせてもらいました。近所に大きな空き地があるんですけども、その周りには

溝がありまして、所有者が地元の方ではないために、近所の方々が蓋を上げ、土砂の撤去を行

い、放水して清掃を行っていました。ホースはすごい水圧がかかると非常に重くて、私はホー

スを移動させる力もなく、ほとんど役に立ちませんでした。また、高齢者の方がホースに引っ

かかり、つまずいている人もいました。空き地以外にも、空き家も増えてきております。溝は

詰まっていると本来の排水ができない、そういうために、１か所飛ばして掃除するっていうこ

とも意味がありません。少子・高齢化が進む中で、各地域で若い方がいらっしゃる地域は自力

で行えますが、ほとんどの地域では大変になってくるかと思われます。 

 そこで、まず現在の各区における清掃状況と、町としてのどのような支援を行っているのか

お聞かせください。 

○副議長（城本和男君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 区内一斉清掃の支援策ということですけども、現在町道維持補修補助金というものがござい

ます。自治区等が実施する側溝清掃に伴う土砂運搬費用については、運搬車の借上料、上限２

万1,000円の補助と、区が作業員の補助として業者に依頼した場合、補助率２分の１、上限５

万円の補助、そしてコンクリート蓋等の蓋上げ機の貸出しも行っております。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） 現在の町の支援状況は分かりました。 

 この清掃作業については、重労働で、どこの地域でもかなり苦労されていると思います。ま

た、今後空き家も増加していくでしょうし、高齢化により作業に参加される方々はどんどん少
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なくなってきており、住民にかかる負担はさらに重くのしかかってくると思います。 

 当局として各地域での現状は把握されているのか、また近隣市町ではどのような支援が行わ

れているのかお聞かせいただきたいと思います。 

○副議長（城本和男君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 現状を把握されているのか、また近隣市町ではどのような支援が行われているのかというこ

とですけども、まず町内、各地域での側溝清掃作業につきまして、地域により高齢化や人口減

による側溝蓋が上げられず、清掃できない箇所について、地元区長や住民の方々から相談に来

られるときがあります。その場合、職員が現地を調査し、確認し、町で対応させていただいて

おります。そして、現在の状況把握のため、昨年度において町内各区に側溝清掃に関わるアン

ケート調査を行っております。その結果につきましては、大半は高齢化による人手不足、蓋上

げ作業が重くて大変だという御意見でした。 

 そして、近隣市町での支援策ということですけれども、まず側溝の堆積土砂の調査を行い、

堆積がひどい箇所については、町内会と協議の上、蓋の上げ下げと側溝清掃後の土砂の回収を

行っているところもございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） 各地域での作業について、高齢化により困っているのは当局でも把握し

ていただいているので、分かりました。本当にこの問題というのは、私の、各地域に訪ねたと

きによく、何とかならないかとか、人手が足りないよとか、若い人おらへんのやって、もう大

変なんやっていう意見をお聞きします。住民にとって切実な問題なんだと感じております。 

 こういう状況を踏まえ、今後当局としてはどのような支援ができるか、もう一度踏み込んだ

支援策ができないかお聞かせください。 

○副議長（城本和男君） 建設課長井道君。 

○建設課長（井道則也君） お答えいたします。 

 まず、支援策、今もう現状あるんですけども、今年の４月に各区にこういう支援策もあるよ

っていうことは一応通知させていただいてはおるんですが、まだ周知がちょっとし切れていな

いというのが現状だと思います。そうして、そういうことも含めた現在の維持補修補助をちゃ

んと活用していただくために、再度の各区に周知をしたいと思います。そして、各区でのアン

ケート調査をもう一度確認しまして、各区のニーズも伺いながら、今後どのような支援ができ

るか検討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） 高齢化による地域の環境維持には人手と資金が必要です。 

 その点について、町長の意見を聞かせていただけますか。よろしくお願いします。 

○副議長（城本和男君） 町長堀君。 
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○町長（堀 順一郎君） 地域の生活道であったり、側溝とかあったり、そういったものの作業が

高齢化が進んで大変だということは、各区の区長さん方からも絶えずお聞きしているところで

ございます。それを全部町がするとなると、とてもじゃないですけど、なかなか対応し切れな

いことがございますが、今建設課長が申し上げたような補助制度も周知をした上で、さらにど

ういったものができるかどうかってなことで、なるべく困っているところを支援できるような

形で考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） 今後も問題を把握していただきながら、さらなる支援の拡充をお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 では、次の質問にさせていただきたいと思います。 

 窓口係の声がよく聞こえない、大きな声で話して個人情報を聞かれたくないなど、聞こえに

不安がある方が安心して手続を行えて、話が聞こえやすくなるように軟骨伝導イヤホンを窓口

に導入してもらいたいと提案します。 

 人が音を聞く経路は、これまで空気を通じて聞こえる気導っていうのと、骨を振動させて聞

く骨伝導しか知られていませんでした。耳の穴の周囲にある軟骨の振動によって外耳道の内部

に音源が生まれる、それが軟骨伝導と言われています。軟骨伝導イヤホンは、通常の気道イヤ

ホンのように耳を塞がないために周囲の音も聞こえます。使い方は、集音器とコードでつなが

ったイヤホンを耳のくぼみにつけて使います。附属の集音器が職員の声を拾って、イヤホンを

通じて相談者にはっきり届く。イヤホン部分には凹凸がないために消毒がしやすくなっていま

す。ある役所の担当者は、不特定多数の人が利用するために清潔に使えることも導入の決め手

だったと言われております。 

 老眼鏡が窓口に置かれていて、手軽に使われているように、軟骨伝導イヤホンも同じように

使ってもらいたいのですが、この点どうでしょうか。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 

 窓口用の軟骨伝導イヤホンの設置ということでございます。 

 先ほど、この軟骨伝導イヤホンにつきましては議員に詳しく説明いただきまして、このイヤ

ホン等は大きな声での対応が必要なく、プライバシーを保てるのが特徴かと考えております。

やはり、役場窓口に来られる高齢の方等で耳の不自由な方もいらっしゃいます。今後、高齢化

率が上がっていって、団塊の世代の方がより高齢になっていくこと、そういったことを考えま

すと、利用者の利便性のため、窓口での設置を進めるよう検討をしていきたいと、このように

考えてございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） 全国的にも役所や金融機関の窓口でも導入が増えてきております。本町
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でもぜひとも早急の導入をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） 窓口用を設置というものを進めていきたいというふうに考えておりま

すが、一方で、今回福祉課内でこのことについても何度か協議したわけでございます。そうい

った中で、ケアマネだったり介護認定調査員が利用者さん宅へ出向いていって、高齢の方と直

接お話をするわけでございます。相手の方がこちらの話を聞き取れなくって御苦労をおかけす

る場合がまあまああるっていうことでございました。利用者さんの利便性を考えますと、調査

時におきましても、そしてまたこちらも助かります。コミュニケーションが取れる、できるツ

ールとしまして、併せて検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） よろしくお願いいたします。 

 すいません、そしたら次の質問に行かせていただきたいと思います。 

 令和６年１月１日に、那智勝浦町成年後見制度中核機関、後見なちかつが福祉課に設置され

たとお聞きしました。成年後見制度中核機関を調べてみると、権利、養護を必要とする方が、

どの地域においても適切な支援へとつなげるため、保健・医療・福祉及び市報を含めた専門機

関と本人を後見人と共に支えるチームによる地域連携ネットワークの中核となる機関と書かれ

てありました。 

 質問ですが、後見なちかつとは何をするところですか。また、地域の方にどのようなメリッ

トがありますか。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 

 まず、成年後見制度の中核機関、後見なちかつとはでございます。 

 認知症であるとか、障害のある方、将来に不安を感じる方をサポートする相談窓口で、成年

後見制度を含めまして、社協でも以前から実施している権利擁護支援っていうのもあるんです

けども、そういったことに対しまして適切に支援を提案して、利用できるようサポートしてい

くものでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） すいません、成年後見制度とは何でしょうか。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 

 成年後見制度でございますけども、家庭裁判所によって選任された後見人、認知症などで判

断能力が不十分になった方の財産を保護するための制度でございます。具体的には、通帳管理

であるとか、各種契約であるとか、施設の入所、そういったことを本人に代わって手続等々を

するというものでございます。 
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 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） すいません、そしたら権利擁護支援の相談窓口についても教えていただ

きたいんですけれども、お願いします。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） 権利擁護支援につきましては、今回後見なちかつがっていうことを設

置しておるわけですけども、以前から権利擁護の相談は福祉課のほうで受けてございます。今

回、令和６年４月１日より後見なちかつとして冠をつけたわけでございますけども、そういた

しまして取組強化に努めるものでございまして、したがいまして、双方とも基本的には同様の

相談窓口ということでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） 本町で取り組まれている後見なちかつについてはよく分かりました。障

害や認知症があっても当たり前の暮らしができるよう、今後ともサポートをお願いいたしま

す。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 

 町内の身体障害者手帳をお持ちの方、ちなみにですけども、４月現在で1,134名おられまし

て、また独居老人も６月現在2,250名おられます。今後、人口は減少していくんですけども、

やはり支援の必要な方っていうのはしばらく増加していくものと考えております。 

 また、この後見なちかつの業務につきましては、設置の同時期から一部業務を社会福祉協議

会へ委託しております。協力体制の強化に努めているところです。 

 また、一方で福祉課には生活支援コーディネーターを配置しておりまして、これが地域支え

合い推進員とも言うんですけども、高齢者の生活支援や介護予防の推進を目的として、地域の

調整役を担うものでございます。こちらも実は令和５年度より一部社協へ委託しており、連携

強化に努めておりまして、こういった連携でアンテナを広く張りまして、住民で注意が必要な

方、そういった方の情報収集に努めて、支援の必要な方の早期発見、相談だけじゃなくて、早

期発見にもつなげていけるものと考えております。 

 不安を感じている方が一人でも多く安心して暮らせるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） ありがとうございました。 

 続きまして、今の後見なちかつに踏まえまして、ちょっと質問をこれからまた、重層的支援

体制っていうことをちょっと質問させていただきたいんですけども、本町でも、先ほども言わ

れておりましたが、少子・高齢化、人口減少が進んできています。個人や家族が抱える生きづ
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らさやリスクが複雑化、多様化して、80代の親が50代の中高年の子供を養う８０５０問題、介

護と子育てを同時に担うダブルケア、ごみ屋敷、虐待、孤独死など、新たな課題が表面化して

おります。こうした課題は、従来の介護、障害、子育て制度、分野ごとでは対応するのは難し

いため、社会的福祉法改正により、制度ごとではなく、課題を抱えている本人や家族を丸ごと

包括的に支援する体制の整備が市区町村の努力義務とされました。そのことを受け、令和３年

４月１日に次の３つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が設立されました。 

 ３つの支援の１つ目は、包括的な相談支援です。福祉の窓口は、高齢者、障害者、子供とい

った分野別に分かれていることが多いのですが、どんな相談も最初の窓口で丸ごと受け止めま

すっていう、そういうことで、例えば高齢者の窓口に介護の相談に来た親が、息子のひきこも

りのことも相談してくると、そこで65歳以上の人しか支援できないと言って断ることなく受け

止めて必要な支援につなぐ、相談を断らない、たらい回しにしないということです。そして、

福祉の分野にとどまらず、住まいや雇用、医療、教育など、ほかの分野の支援機関とも連携し

て、家族全体が抱える課題を解決していきます。ただ、ひきこもりが長期化しているような場

合は、具体的な課題がすぐに見えないため、すぐに支援につなげられないことも多々ありま

す。そうした場合も、伴走型で、本人と同じ目線に立って、本人に寄り添いながらつながりを

持ち続け、課題を一つ一つ解きほぐしながら、粘り強く支援につなげていくことも期待されて

おります。 

 ２つ目としましては、地域につなぎ戻していくための参加の支援です。仕事をしたり、地域

活動に参加したり、本人にあった場を探して、そこで役割を見いだせるよう支援します。例え

ば、障害者手帳を持っていないひきこもりの方が働きたい希望があっても、いきなり一般就労

が難しいために、地域の就労支援施設で障害のある方々と一緒に農作業したりするといった支

援も想定されております。すなわち、本人のニーズと地域資源をうまく有効利用して、社会と

のつながりを回復することが参加型支援です。 

 そして、３つ目が、地域づくりに向けた支援です。子供食堂や運動教室など、住民自らの意

思で行う多様な活動や居場所を増やしていきます。そのために、地域づくりに関心を持つ住民

やＮＰＯ、農業や観光など、福祉以外の分野の方々とも日常的に顔の見えるネットワークをつ

くっていくことが想定されています。 

 この３つの支援を一体的に行う重層的支援体制事業を実施することによって、制度の縦割り

を打破し、制度に人を合わせるのではなく、困り事を抱えている本人と家族を中心とした支援

と福祉の大転換を図ることが期待されており、これこそ私たち公明党が長年推進してきた断ら

ない相談支援であって、誰も置き去りにしない社会を実現する基盤となる事業だと確信してお

ります。 

 そこで、以下のことを具体的に質問したいと思います。 

 本町として積極的に取り組んでいくことが必要と考えられますが、どう取り組むか、お考え

ありましたらお伺いしたいと思います。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 
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○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 

 重層的支援体制整備事業、３つの柱があるということで、その３つの支援についてでござい

ます。 

 まず、１つ目の包括的な相談支援についてでございます。 

 福祉課では様々な課題を持つ方の相談やハプニング等が日々発生し、時には対応に苦慮する

場合もございます。縦割りではない包括的な相談体制を構築することは確かに大切であるかと

思います。ただ、本町、現状ですけども、小さな町でございまして、福祉課の中に高齢者支援

係、地域包括支援センター、生活障害支援係、すぐ隣にこども未来課がございます。相談事や

課題の発生など、即座に連携いたしまして、ケース会議を行うなど密な対応に努めておりま

す。また、必要な場合には本人に寄り添い、つながりを持ち続け、関わっているのが現状でご

ざいます。 

 一方で、先ほどの質問と重複いたしますけども、後見なちかつの設置であるとか、生活支援

コーディネーターの配置、そういったことについて社協とも協力体制を取っております。今

後、そういったことの連携強化により一層努めてまいりたいと考えてございます。 

 そして次に、地域につなぎ戻していくための参加の支援ということでございます。 

 これは、支援の必要な方のニーズをアセスメントした上で、社会とのつながりをつくるため

の支援を行っていくものであります。例えばですけども、障害の区分認定を受けられている方

は障害福祉サービスに就労支援サービス、そういったものがございます。そうでないはざまの

方については、そういった支援サービスがございませんので、今後の課題かと考えておりま

す。 

 ３つ目の地域づくりに向けた支援についてであります。 

 これは、住民同士の顔の見える関係性の支援ということでございます。現状、福祉課では通

いの場の推進に取り組んでおります。本町の通いの場の数は、いきいきサロンとか老人クラブ

も含めてでございますけども、５年度末で55か所あります。年々増加傾向にあります。引き続

きサポートなど推進してまいりたいと考えております。一方で、福祉課では体操教室等の充実

に取り組んでおり、いつも参加していただいてる方については、自立して継続してもらうよう

な方法についても検討しているところでございます。ただ、生活困窮者に対する居場所づくり

という意味では、まだ今後の課題であると考えてございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） この新たな事業の成否を左右するのは、支援を担う人材だと思います。

人材の育成、確保、専門性の向上、処遇改善を図りながら、支援者を孤立させない、バーンア

ウトさせない取組が必要ですが、本町としてどう取り組んでいくか、お考えをまた聞かせてい

ただきたいと思います。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えいたします。 
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 先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけども、福祉課では日々の地域課題の対応

に苦慮する場合がございます。現状、福祉課職員が一丸となって取り組んでいる状況でありま

す。今後、人口は減少していくんですけども、障害者や独居老人などの支援の必要な方はしば

らく増加していくものと考えております。そのような中で、支援の必要な方に適切に対応でき

るコーディネーター役として、社会福祉士であったり、保健師であったり、介護支援専門員等

の資格を持った方の役割が今後一層重要になってくるものと考えてございます。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） いきなり３つの支援を一体として行う重層的支援体制事業に取り組めな

いとしても、８０５０問題やダブルケアなど、既存の相談窓口だけでは対応するのに苦慮する

ケースは本町においてもあるかと思われます。こうした問題を放置していては地域共生社会の

実現はままなりません。ぜひとも、３つの支援のうち、できるところからでも取り組んでいく

べきと考えますが、再度当局の見解をお伺いします。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） お答えします。 

 先ほどとまた重複いたしますが、現状福祉課では職員が一丸となって相談対応等頑張って取

り組んでくれております。現状では社協との連携などを進めているわけでございますけども、

今後団塊の世代の方が、これから超高齢になってくるなど、今後一層の体制ですね、重層的支

援体制の強化が重要と考えております。相談支援業務の連携強化ということでございます。一

方で、現状福祉課へ、社会福祉協議会から専門職が配置、派遣されておりますけども、人材不

足になりつつありますので、そういった体制づくりのためにも、今後は専門人材の確保に努め

ていく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） 事業の実施に向けて、もう大変なことやと思いますけども、前向きな取

組をしていただけるようにお願いしたいと思います。 

○副議長（城本和男君） 福祉課長仲君。 

○福祉課長（仲 紀彦君） 重層的支援体制整備事業、様々なメニューがございますが、今後の複

雑化する社会に向けて、まずは相談支援体制、こちらのほうをより一層連携強化に努めるよう

取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山君。 

○１１番（勝山則子君） ありがとうございました。 

 以上で５番勝山則子の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○副議長（城本和男君） 11番勝山議員の一般質問を終結します。 

 お諮りします。 



－158－ 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。御異議ございません。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（城本和男君） 異議なしと認め、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 延会します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              15時19分 延会 


